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<節-数字>　<節-柱> ユニバーサル社会の実現　第１節

ユニバーサル社会の実現第１節

1  ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、旅客施設等
（旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等）の新設等の際の「移動等円滑化基準」
への適合義務、既存の旅客施設等に対する適合努力義務を定めている。こうした中、令和２年５月
に、東京 2020 大会のレガシーとしての共生社会の実現に向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に
かかる「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化する「高齢者、障害者等
の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、３年４月に全面施行され
た。

また、バリアフリー法に基づく「移
動等円滑化の促進に関する基本方針」
に係るバリアフリー整備目標につい
て、障害当事者団体や有識者の参画す
る検討会において議論を重ね、ハー
ド・ソフト両面でのバリアフリー化を
より一層推進する観点から、各施設等
について地方部を含めたバリアフリー
化の一層の推進、聴覚障害及び知的・
精神・発達障害に係るバリアフリーの
進捗状況の見える化や、「心のバリア
フリー」の推進等を図るとともに、新
型コロナウイルス感染症による影響へ
の対応も考慮して、令和２年 11 月に
最終とりまとめを公表し、基本方針を
改正して５年間の新たなバリアフリー
整備目標を３年４月に施行した。

加えて、「交通政策基本法」に基づ
く「交通政策基本計画」においても、
バリアフリーをより一層身近なものに
することを目標の一つとして掲げてお
り、これを踏まえながらバリアフリー
化の更なる推進を図っている。

公共交通機関のバリアフリー化の現状

〇旅客施設（１日あたりの平均的な利用者数が 3,000 人以上のもの）

「段差の解消」が	
されている	

旅客施設の割合

総施設数
移動等円滑化基準	

（段差の解消）に適合
している旅客施設数

総施設数に
対する割合 目標値

令和２年度末
令和２年度末 令和２年度末 令和２年度末

鉄軌道駅 3,251 3,090 95.0% 100%
バスターミナル 36 34 94.4% 100%
旅客船ターミナル 8 8 100.0% 100%
航空旅客ターミナル 16 16 100.0% 100%
１）　�「段差の解消」については、バリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基

準第 4条（移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象）
への適合を持って算定。

〇車両等

「移動等円滑化基準
に適合している	
車両等」の割合

車両等の総数
移動等円滑化基準
に適合している車

両等の数

車両等の総
数に対する
割合

目標値
令和２年度末

令和２年度末 令和２年度末 令和２年度末
鉄軌道車両 52,645 40,027 76.0% 約 70%

ノンステップバス
（適用除外認定車両

を除く）
46,226 29,489 63.8% 約 70%

リフト付きバス
（適用除外認定車両） 11,688 674 5.8% 約 25%

貸切バス ― 1,975 ― 約 2,100 台
福祉タクシー ― 41,464 ― 約 44,000 台
旅客船 668 356 53.3% 約 50%
航空機 641 639 99.7% 約 100%

１）�「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する公共交通移動
等�円滑化基準への適合をもって算定。

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-１-１

安全・安心社会の構築第7章
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第１節　ユニバーサル社会の実現 ユニバーサル社会の実現　第１節

また、市町村が作成する移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき、移動等円滑化促進地区及び
重点整備地区において面的かつ一体的なバリアフリー化を推進するとともに、バリアフリー化の促進
に関する国民の理解を深め、協力を求める「心のバリアフリー」を推進するため、高齢者、障害者等
の介助体験や疑似体験を行う「バリアフリー教室」の開催や高齢者障害者等用施設等の適正利用を推
進しているほか、移動等円滑化基準やガイドラインの見直し等、バリアフリー施策のスパイラルアッ
プ（段階的・継続的な発展）を図っている。

さらに東京 2020 大会のレガシーとしての共生社会の実現に向け、全国において更にバリアフリー
化を推進するための取組みの強化を行っている。

（１）公共交通機関のバリアフリー化
「バリアフリー法」に基づき公共交通事業者等に対して、旅客施設の新設・大規模な改良及び車両

等の新規導入の際に移動等円滑化基準に適合させることを義務付け、既存施設については同基準への
適合努力義務が課されているとともに、その職員に対し、バリアフリー化を図るために必要な教育訓
練を行うよう努力義務を定めている。また、平成 30 年のバリアフリー法改正により、公共交通事業
者等によるハード・ソフト一体的な取組みを推進するため、一定の要件を満たす公共交通事業者等
が、施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制等を盛り込んだハード・ソフト取組計画を
毎年度作成し、国土交通大臣に提出するとともに、その取組状況の報告・公表を行うよう義務付ける
制度を新たに設ける等、既存の設備を含む更なるハード対策、旅客支援等のソフト対策を一体的に推
進している。さらに、旅客船、鉄道駅等旅客ターミナルのバリアフリー化やノンステップバス、リフ
ト付きバス、福祉タクシーの導入等に対する支援措置を実施している。

令和７年度までの新たな整備目標の達成に向けて、
「交通政策基本計画」で示された方向性を踏まえ、３年
12月に、利用者の薄く広い負担により鉄道駅のバリア
フリー化を進める枠組みとして新たな料金制度を創設す
るとともに、地方部における支援措置の重点化として市
町村が作成するバリアフリー基本構想に位置付けられた
鉄道駅の施設整備に係る補助率を現行の最大１/３から

最大１/２に拡充することが４年度予算に盛り込まれま
した。
国土交通省としては、引き続き予算の確保に努めなが

ら、都市部において新たな料金制度を活用いただくとと
もに、地方部において鉄道駅のバリアフリー予算を重点
化することで、全国の鉄道駅バリアフリー化を加速して
いきます。

令和７年度までのバリアフリー化の主な整備目標

全国の鉄道駅におけるバリアフリー化の加速Columnコラム
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第１節　ユニバーサル社会の実現 ユニバーサル社会の実現　第１節

鉄道駅における主な整備内容

段差の解消（エレベーター） バリアフリートイレの整備駅 ホームからの転落防止対策（ホームドア）

【関連リンク】
URL：https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk6_000008.html

（２）居住・生活環境のバリアフリー化
①住宅・建築物のバリアフリー化

高齢者、障害者等が地域の中で安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、一定のバリア
フリー性を満たした住宅を取得する際の独立行政法人住宅金融支援機構のフラット 35S における融
資金利の引き下げ、バリアフリー改修工事に対する支援等によって住宅のバリアフリー化を促進して
いるほか、公営住宅や建替え事業によって新たに供給する都市再生機構賃貸住宅については、バリア
フリー化を標準仕様とするとともに、民間事業者等によるサービス付き高齢者向け住宅の整備に対す
る支援等を実施している。

また、不特定多数の者や主に高齢者、障害者等が利用する建築物で、一定規模以上のものを建築す
る場合には、「バリアフリー法」に基づくバリアフリー化を義務付けるとともに、多数の者が利用す
る建築物について、所定の基準に適合した認定特定建築物に対する容積率の特例等の措置を行ってい
る。官庁施設については、不特定かつ多数の者が利用する施設について「バリアフリー法」に基づく
建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準を確保するなど、高齢者、障害者等を含むすべて
の人が安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。その際、
高齢者、障害者等の施設利用者の意見を施設整備に反映するなどの取組みを行っている。

「バリアフリー法」に基づく特定建築物の建築等の計画の認定実績

年度 平成 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2
認定件数（年度） 255 184 208 130 196 174 208 187 162 183 146 148 112
認定件数（累計） 4,248 4,432 4,640 4,770 4,966 5,140 5,348 5,535 5,697 5,880 6,026 6,174 6,286

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-１-２

②歩行空間のバリアフリー化
駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者・障害者をはじめとする誰もが

安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障
害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のユニバーサルデザイン化を推進している。
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第１節　ユニバーサル社会の実現 ユニバーサル社会の実現　第１節

③都市公園等におけるバリアフリー化
都市公園等において、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用しやすいトイレの設置等

のバリアフリー化を推進するため、「バリアフリー法」に基づく基準やガイドラインを定めるととも
に、それに基づく公園施設の整備を支援している。

2  少子化社会の子育て環境づくり
（１）仕事と育児との両立の支援
①子育て世帯に適した住宅確保等の支援

子育て世帯に適した住宅・居住環境を確保するため、高齢者等が有する比較的広い住宅を子育て世
帯等向けの賃貸住宅として活用する取組みを支援している。また、子育て世帯向けの賃貸住宅（地域
優良賃貸住宅）の整備及び家賃低廉化や、公的賃貸住宅と子育て支援施設等との一体的整備に対し
て、地方公共団体を通じて支援している。

さらに、子どもの安全・安心や、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する共同住宅の整備に対
し支援をしている。

②テレワークの推進
ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、

子育て・介護等を行う労働者に対する就業継続性の確保、女性・高齢者・障害者等の社会進出や新た
な働く場の創出等による地方都市等の活性化及び企業活動の生産性やワーク・ライフ・バランスの向
上につながるものとして、その推進が求められている。

令和３年 12 月 24 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等において、テ
レワークの推進が位置づけられており、新型コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動の維持の
両立を持続的に可能とするためにも、テレワークの推進は必要である。

国土交通省では、総務省、厚生労働省、経済産業省や関係者団体等とともに、東京 2020 大会の
開会式が予定されていた７月 24 日注 1 を「テレワーク・デイ」と定め、平成 29 年から全国一斉のテ
レワーク実施を呼びかけている。東京 2020 大会が開催された令和３年は、大会期間を含む７月 19
日～９月５日を「テレワーク・デイズ 2021」としてテレワークの実施を呼びかけ、1,531 団体、約
92.2 万人が参加した。

また、新たな働き方・住まい方への対応として、職住近接・一体の生活圏の形成に向け、テレワー
ク拠点整備等の推進を行ったほか、テレワークによる働き方の実態やテレワーク人口の定量的な把握
を行った。

（２）子どもがのびのびと安全に成長できる環境づくり
子どもをはじめとした公園利用者の安全・安心を確保するため、「都市公園における遊具の安全確

保に関する指針（改訂第２版）」、「プールの安全標準指針」、「公園施設の安全点検に係る指針（案）」
について周知を行うとともに、地方公共団体における公園施設の長寿命化計画の策定や、当該計画に
基づき適切に維持管理されている公園施設の改築等を支援している。

注 1	 令和２年３月 30日に、東京オリンピックは令和３年７月 23日から、開催されることが決定された。
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第１節　ユニバーサル社会の実現 ユニバーサル社会の実現　第１節

（３）高速道路のサービスエリアや「道の駅」における子育て応援
全国の高速道路のサービスエリア及び国が整備した「道の駅」において、子育て応援の目的から

24 時間利用可能なベビーコーナーの設置、屋根付きの優先駐車スペースの確保等を実施しており、
高速道路のサービスエリアについては整備が完了した。

3  高齢社会への対応
（１）高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備

バリアフリー化された公営住宅等の供給とライフサポートアドバイザーによる日常の生活相談、緊
急対応等のサービスを併せて提供するシルバーハウジング・プロジェクトを実施している。

また、高齢者や子育て世帯等の多様な世帯がいきいきと生活し活動できるよう「スマートウェルネ
ス住宅・シティ」の展開を推進するため、スマートウェルネス住宅等推進事業等において、サービス
付き高齢者向け住宅の整備、住宅セーフティネット制度に基づく住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への
改修、先導的な高齢者等向けの住まいづくり・まちづくり及び高齢者や子育て世帯等の生活支援施設
等を導入する再開発事業に関する取組み等を支援している。

（２）高齢社会に対応した輸送サービスの提供
高齢者や障害者等の移動制約者の病院・施設への通院等の需要に対応するため、福祉タクシー注 2

導入の促進を図っており、令和２年度末現在 41,464 両注 3 が運行されている。また、地域公共交通確
保維持改善事業費補助金を活用し、地域で必要と認められた福祉タクシー車両導入の支援とともに、
平成 24 年度から高齢者等を含む様々な人が利用しやすいユニバーサルデザインタクシーについても
国の認定を受けた標準仕様の車両に対して自動車重量税・自動車税（環境性能割）の特例措置を実施
している。さらに、バス・タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難であり、かつ、地域に必
要な旅客輸送を確保するため必要であることについて地域の関係者間で協議が調っている場合に、市
町村や NPO 等による自家用車を使用した有償運送を可能とする自家用有償旅客運送が、令和２年度
末現在 3,137 団体において実施されている。

4  歩行者移動支援の推進
高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外をストレス無く自由に活動できるインクルーシブ社会の構

築に向け、「ICT を活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」（坂村健委員長：現東洋大学情
報連携学部 INIAD 学部長）の提言のもと、ICT を活用した歩行者移動支援施策を推進している。令
和３年度に開催された東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは競技会場周辺エリア等における
歩道の段差や幅員等の情報をデータ化し、オープンデータとして公開し、オープンデータを利用した
案内アプリを大会期間中に配信し、選手及び大会関係者へ提供することができた。また、様々な世代
へ向けた発信を目的として、パラリンピック日本代表選手をアンバサダーに任命した。また、高齢
者、障害者等を含めた人々を対象としたナビゲーションサービス提供等の利活用検証を民間事業者と

注 2	 	車いすや寝台（ストレッチャー）のまま乗降できるリフト等を備えた専用のタクシー車両や、訪問介護員等の資格を有
する者が乗務するタクシー車両

注 3	 セダン型およびその他に分類される福祉タクシーと、特定旅客運送事業者の保有する福祉タクシーの台数を含む。
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

連携して実施する等、移動支援サービスの普及を促進した。

バリアフリー・ナビプロジェクトアンバサダー 任命式典

バリアフリー・ナビプロジェクトアンバサダー任命式典
（左写真）吉岡技監から網本選手（左）と瀬立選手（右）に任命状を授与

（右写真）後列中央は「ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」坂村健委員長

図表Ⅱ-７-１-３

自然災害対策第２節

我が国の国土は、気象、地形、地質等が極めて厳しい状況下にあり、毎年のように地震、津波、風
水害・土砂災害等の自然災害が発生している。令和３年も、７月及び８月の大雨をはじめとする自然
災害により、全国各地で被害が生じた。特に令和３年７月１日からの大雨では、西日本から東日本の
広い範囲で大雨が発生し、多くの地点で記録的な大雨となった。この豪雨によって各地で河川氾濫や
内水氾濫による浸水被害が生じるとともに、静岡県熱海市の逢初川で大規模な土石流災害が発生し
た。また、気候変動の影響による水害・土砂災害の頻発・激甚化、南海トラフ巨大地震・首都直下地
震等の巨大地震の発生等も懸念されることから、自然災害対策の重要性はますます高まっている。

1  防災減災が主流となる社会の実現
我が国は、四季があり、美しい自然を持つ一方で、四方を海で囲まれて国土の中央を脊梁山脈が縦

貫することから河川が急勾配であり、また河口部の低平地に人口と資産が集積し、特に三大都市圏に
おいては広域なゼロメートル地帯が存在する上、日本列島には多くの活断層やプレート境界が分布し
ているため、地球上で発生するマグニチュード６以上の地震の約２割、活火山の約１割が日本周辺に
集中するなど、自然災害に対し脆弱な国土条件にある。

このような国土に、近年では、平成 28 年熊本地震、平成 29 年７月九州北部豪雨、平成 30 年の
霧島山噴火、７月豪雨、大阪府北部地震、台風第 21 号、北海道胆振東部地震、令和元年の房総半島
台風、東日本台風、令和２年の７月豪雨、台風第 10 号等、毎年のように地震災害や水災害、火山災
害、雪害など、数多くの自然災害が発生している。令和３年においても、福島県沖を震源とする地震
や７月、８月の大雨などの自然災害が発生し、全国で被害が発生した。

特に、降水量について、短時間強雨の発生頻度は直近 30 ～ 40 年間で約 1.4 倍に拡大しており、
今後も、水災害の更なる頻発化・激甚化が懸念される。また、南海トラフ地震や首都直下地震など
の大規模な地震の切迫も懸念されており、今後の 30 年以内の発生確率は、南海トラフ地震は 70 ～
80％、首都直下地震は約 70％となっている。
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染状況も踏まえ、引き続き感染症対策を念頭に、災害対応
や防災・減災対策を進める必要がある。

このように、気候変動の影響等により激甚化・頻発化する水災害、切迫する地震災害、火山災害な
ど、あらゆる自然災害に対し、国民の命と暮らしを守り、持続可能な経済成長を確実なものとするた
めには、抜本的かつ総合的な防災・減災対策を早急に講じ、「防災・減災が主流となる社会」を構築
することが必要不可欠である。「防災の主流化」は、平成 27 年３月の第３回国連防災世界会議で採
択された「仙台防災枠組」にも盛り込まれた考え方であり、国土交通省では、『防災・減災が主流と
なる社会』を「災害から国民の命と暮らしを守るため、行政機関、民間企業、国民一人ひとりが、意
識・行動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前となる社会」と捉えて、各種の防災・減災
対策を推進している。

引き続き、国民の防災意識を普段から高め、社会全体の災害に備える力を一層向上させるため、切
迫する災害に対する危機意識を共有してわかりやすく発信し、全ての施策を国民目線で着実に推進す
るとともに、国土交通省の強みである現場力を活かしながら国、県、市町村のみならず、企業や住民
との連携を強化し、「主体」･「手段」･「時間軸」の総力を挙げて災害に対応する体制を構築し、防災・
減災が主流となる安全・安心な社会の実現に向けた取組みを進めていく。

（１）総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
国土交通省では、これまでも政府全体の計画と連携しながら、「南海トラフ巨大地震・首都直下地

震対策本部（以下、地震本部）（平成 25 年７月）」、及び「水災害に関する防災・減災対策本部（以
下、水本部）（平成 26 年１月）」のそれぞれにおいて議論を重ね、実行性のある計画を策定し、防
災・減災、国土強靱化等の取組みを推進してきたところである。

そのような中、近年、毎年のように全国各地で地震災害や水災害、火山災害などあらゆる自然災害
が頻発し、甚大な被害が発生している。今後も気候変動の影響によって水災害の更なる激甚化・頻発
化が懸念され、また、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震の切迫性も指摘されている。
このような中、国民の命と暮らしを守り、我が国の経済成長を確保するためには、防災・減災、国土
強靱化等の取組をさらに強化する必要がある。

こうした状況を踏まえ、これまでの災害を教訓とし、あらゆる自然災害に対し、国土交通省として
総力を挙げて防災・減災に取り組むべく、令和２年１月、地震本部と水本部を発展的に統合し、国土
交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・減災対策本部」を設置し、「いのちとくらしをまもる防
災減災」をスローガンに、同年７月に関係者や他分野との「連携」による施策の強化・充実、そして

「国民目線」に立った分かりやすい施策の推進といった観点から、国民の皆様の命と暮らしを守る 10
の施策パッケージとして第１弾の「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」をとりまとめた。

一方で、令和２年７月豪雨など激甚化・頻発化する災害への対応力を一層高めることが必要である
ことから、第１弾のプロジェクトを更に充実・強化し、令和３年６月に「総力戦で挑む防災・減災プ
ロジェクト（第２弾）」をとりまとめた。

第２弾のプロジェクトでは、特に令和２年７月豪雨や年末・年始の大雪など、昨年発生した災害の
教訓等も踏まえ、一人でも多くの方が円滑に避難できるようにという観点から「住民避難」と、人や
物資の流れが災害時にも滞らないようにという観点から「輸送確保」の２点を重点推進施策として、
プロジェクト全体を強化した。また、この重点推進施策以外も含め、他省庁や民間企業等との更なる
連携促進、わかりやすい情報発信等の国民目線に立ったリスクコミュニケーションの展開、より効果
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的に施策を進めるためのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の導入といった面でも第１弾の
プロジェクトでとりまとめた施策全体の充実・強化を図った。

引き続き、防災・減災が主流となる安全・安心な社会の実現に向けて、「総力戦で挑む防災・減災
プロジェクト」に基づく施策の着実な実施とプロジェクトについて不断のブラッシュアップを図って
いく。

洪水等による被害を最小限にするためには、これら災
害の発生を前提に、河川事務所等と市区町村等が連携
し、災害時の状況を予め想定し共有した上で、基本的な
防災行動とその実施主体を時系列で整理するタイムライ
ンの作成・活用が有効です。
令和３年 10月に国土交通省防災業務計画を見直し、

国管理河川で先行して「避難情報に着目したタイムライ
ン」を複数の市区町村を対象とした「流域タイムライ
ン」に改めることとしました。
また、市区町村の防災対応等を支援するため、WEB

会議ツールを活用した危機感の共有にも取り組んでいき
ます。

【関連リンク】
国土交通省　防災業務計画のページ
URL：https://www.mlit.go.jp/saigai/bousaigyoumukeikaku.html
国土交通省　防災・減災対策本部のページ
URL：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/index.html

「流域タイムラインの作成・活用」と
「WEB会議ツールによる危機感の共有」の推進Columnコラム
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト」

情報を発信する行政と情報を伝えるマスメディア、ネットメディアの関係者等が「水防災意識社会」を構成す
る一員として、それぞれが有する特性を活かした対応策、連携策を検討し、住民自らの行動に結びつく情報
の提供・共有方法を充実させる６つの連携プロジェクト、33の施策を推進する。

〇プロジェクト参加団体
＜マスメディア＞
日本放送協会（NHK）
一般社団法人日本民間放送連盟
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
NPO法人気象キャスターネットワーク
オフィス気象キャスター株式会社
株式会社エフエム東京
株式会社文化放送
全国地方新聞社連合会
一般財団法人道路交通情報通信システム
センター（VICS）

＜ネットメディア＞
LINE株式会社
Twitter Japan株式会社
ヤフー株式会社
NTTドコモ株式会社
KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社

＜行政関連団体＞
一般財団法人マルチメディア振興セン
ター（Lアラート）

＜市町村関係者＞
新潟県見附市

＜地域の防災活動を支援する団体＞
常総市防災士連絡協議会

＜行政＞
国土交通省水管理・国土保全局、道路局
気象庁 誘導二次元コード

ハザードマップなどの
詳細ページへ誘導

ハザードマップサイト 川の水位情報

図表Ⅱ-７-２-１

（２）気候変動を踏まえた水災害対策「流域治水」の推進
近年、激甚化する水災害などを踏まえ、気候変動を踏まえた抜本的な治水対策について社会資本整

備審議会において議論を進め、令和２年７月に答申を受けた。

（ア）気候変動を踏まえた計画の見直し
この答申を受け、国土交通省では、水災害対策に係る各計画を「過去の降雨や潮位などの実績に基

づく計画」から「気候変動による降雨量の増加、潮位の上昇などを考慮した計画」に見直していく。
河川・下水道分野では、計画的に事前防災対策を進めるために、計画を作成する際の基準や、降雨

量の増加等を踏まえた計画への見直しを順次進めていく。
海岸分野では、平均海面水位の上昇や台風の強大化等を踏まえ、「海岸保全基本方針」の変更（令

和２年 11 月）や海岸保全施設の技術上の基準の見直し（令和３年７月）を実施した。今後は、気候
変動の影響を明示的に考慮した海岸保全対策へと転換していく。

また砂防分野では、土砂災害発生数の増加等の課題・解決の方向性をまとめた「気候変動を踏まえ
た砂防技術検討会中間とりまとめ」を受け、これに基づいた適応策を検討している。

（イ）流域治水の推進（流域治水プロジェクト）
河川管理者等が主体となって行う治水事業等を強力に推進するとともにあらゆる関係者が協働し
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て、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」を推進する。
令和３年３月末に全国 109 の全ての一級水系で策定・公表された「流域治水プロジェクト」に基

づくハード・ソフト一体となった事前防災対策に取り組むとともに、取組状況を「見える化」するこ
とにより、地域が抱える諸課題に対し、先行事例を踏まえた優良事例の横展開など内容の充実・強化
を図る。

（３）南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震への対応
南海トラフ巨大地震が発生した場合、関東から九州までの太平洋側の広範囲において、震度６弱か

ら震度７の強い揺れが発生し、巨大な津波が短時間で、広範囲にわたる太平洋側沿岸域に襲来するこ
とが想定されている。死者は最大で約 32 万人にのぼるなど、西日本を中心に東日本大震災を超える
甚大な人的・物的被害が発生し、国全体の経済活動等に極めて深刻な影響が生じることが想定されて
いる。

また、首都直下地震が発生した場合、首都圏の広域において震度６弱から震度７の強い揺れが発生
することが想定されている。首都圏には、他の地域と比べ人口や建築物、経済活動の他、政治・行
政・経済の首都中枢機能も集積しているため、首都圏の人的・物的被害や経済被害にとどまらず、国
全体の経済活動等への影響や海外への波及も懸念されている。

さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合、北海道から岩手県の太平洋側の広範
囲において強い揺れが発生し、北海道から千葉県の太平洋沿岸を中心に広範囲で津波が到達すること
が想定されている。

これらの国家的な危機に備えるべく、多くの社会資本の整備・管理や交通政策、海上における人
命・財産の保護等を所管し、また全国に多数の地方支分部局を持つ国土交通省では、平成 26 年４月
に「応急活動計画」と「戦略的に推進する対策」の２本柱で構成される「国土交通省南海トラフ巨大
地震対策計画」及び「国土交通省首都直下地震対策計画」を策定した。その後、平成 28 年熊本地震
や平成 30 年北海道胆振東部地震等、近年の地震における知見等を踏まえ、本計画の改定を行い、地
震の発生に伴う事態をできる限り具体的に想定し、国土交通省の総力を挙げて防災・減災対策を推進
している。日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震についても、政府の検討と連携しながら、特に寒冷
地、積雪地特有の事象等を踏まえ、防災・減災対策を検討していく。

2  災害に強い安全な国土づくり・危機管理に備えた体制の充実強化
（１）水害対策

我が国の大都市の多くは洪水時の河川水位より低い低平地に位置しており、洪水氾濫に対する潜在
的な危険性が極めて高い。これまで、洪水を安全に流下させるための河道拡幅、築堤、ダム等の治水
対策により、治水安全度は着実に向上してきている。しかしながら、令和 3 年 7 月、8 月の大雨等、
近年毎年のように水害が発生している。今後の気候変動による水害の頻発化・激甚化も踏まえ、河道
掘削、築堤、ダムや遊水地などの河川整備等の加速化を図るとともに、流域全体を俯瞰し、国・都道
府県・市町村、地元企業や住民などあらゆる関係者が協働してハード・ソフト対策に取り組む「流域
治水」の取組を強力に推進する必要がある。
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①計画的に実施する治水対策
気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化を踏まえて、事前防災対策を計画的に実施することが重要で

ある。このため、築堤、河道掘削、遊水地、放水路、ダム等の整備を計画的に推進している。そのう
ち、既存ストックの有効活用として、ダムの貯水容量を増加させるためのかさ上げや放流設備の増設
による機能向上、大雨が見込まれる場合に利水容量の一部を事前に放流して空き容量を確保する事前
放流等のダム再生にも取り組んでいる。

また、人口・資産が高密度に集積している首都圏・近畿圏のゼロメートル地帯等の低平地におい
て、堤防決壊による甚大な被害を回避するため高規格堤防の整備を実施している。高規格堤防はまち
づくりと一体となって整備を行い、幅を広くなだらかな勾配で堤防を整備することにより、堤防の決
壊を防ぐとともに、高台の避難場所としての機能や良好な住環境・都市空間が提供されるなど多様な
効果を発揮する。

②水害の再度災害防止対策
激甚な水害の発生や床上浸水の頻発により、人命被害や国民生活に大きな支障が生じた地域等にお

いて、再度災害の防止を図るため、河川の流下能力を向上させるための河道掘削や築堤等を短期集中
的に実施している。

③流域の特性等を踏まえた様々な治水対策
（ア）流域治水の推進

近年、気候変動により水災害が激甚化・頻発化しており、令和元年東日本台風などでは、地方の県
庁所在地や中核都市等の都市部を流れる河川において、従来想定していなかった規模での水害が発生
しており、「市街化の進展」以外の要因により、河道等の整備による浸水被害の防止が困難となる状
況が生じている。

このような状況を踏まえ、「当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周
辺の地形その他の自然的条件の特殊性」により、河道等の整備のみでは浸水被害の防止が困難な河川
及びその流域について、「特定都市
河川浸水被害対策法」に基づく特定
都市河川及び特定都市河川流域の指
定対象に加え、河川・下水道におけ
る対策の強化、流域における雨水貯
留対策の強化、水防災に対応したま
ちづくりとの連携、住まい方の工夫
など、全国で流域一体となった浸水
被害対策を推進している。

（イ）局地的な大雨への対応
近年、短時間の局地的な大雨等に

より浸水被害が多発していることか
ら、計画を超えるような局地的な大
雨に対しても住民が安心して暮らせ

茨城県ひたちなか市における
100mm／ｈ安心プランに基づく対策事例

中丸川流域における浸水被害軽減プラン 【茨城県ひたちなか市】

一定規模以上の降雨があると，河川・下水道の流下能力が低いため，雨
水を安全に流すことが出来ず，浸水被害が生じている。

○排水能力を超える降雨の増加
○洪水を安全に流すための河川改修の遅れ
○都市化の進展や土地利用の変化などによる，流出量の増大

→ 流域における浸水対策を関係機関が一体となり，
総合的に推進する必要がある。

平成28年8月降雨と同規模の降雨に対して，床上浸水被害を概ね解消及び
家屋浸水被害の防止・軽減を図るとともに，道路冠水による通行止め箇所を
減少させる。

取組の効果（目標）

中丸川流域の総合的な治水対策検討会議

浸水被害の主な要因

中丸川流域の総合的な浸水対策について，茨城県・ひたちなか市・企業・
自治会等からなる「中丸川流域の総合的な治水対策検討会議」で検討し
関係機関が対策を実施

○中丸川（大川）流域では，近年多発する局地的豪雨により，浸水被害が
生じている

○近年では，平成28年8月豪雨により，
中丸川流域内で「床上浸水24戸」，「床下浸水149戸」の被害が発生

○茨城県における時間雨量50mm以上の発生回数
・昭和57年から平成23年までの30年間では，平均1.9回/年
・平成23年から平成28年では，平均4.7回/年と時間雨量50mm以上の発生
回数が増加傾向にある

○河川・下水道の法定計画
・河川（整備計画 1/5） ・下水道（事業計画 1/5）

○浸水被害軽減プランで対象とする降雨
平成28年8月豪雨 最大時間雨量 57mm

流域の概要

組織 部局等

国土交通省 常陸河川国道事務所

茨城県 河川課，下水道課，常陸大宮土木事務所

ひたちなか市
河川課，下水道課，企画調整課，生活安全課，市民活動課，
区画整理事務所，公園緑地課，道路管理課

企業等 堂端自治会，日立オートモティブシステムズ株式会社
高場排水区

大川
河道整備

雨水管渠整備

高場流域雨水
調整池整備

中丸川
河道整備

雨水管渠整備

雨水管渠整備

雨水管渠整備

雨水管渠整備

勝田駅

雨水管渠整備

佐和駅

中丸川
多目的遊水地整備

雨水管渠整備

大島排水区

流域貯留浸透施設
（田彦小学校）

凡 例
浸水箇所

河川事業（県・市）

下水道事業（市）

流域対策（市）

雨水管渠整備

茨城県ひたちなか市
中丸川・大川

○河川・下水道
・中丸川河道整備，中丸川多目的遊水地整備，大川河道整備
・雨水幹線の整備，調整池

○流域対策
・貯留浸透施設の整備（田彦小学校）

○危険周知・水防活動
・地域防災行政無線（屋外放送塔，戸別受信機）
・緊急速報メール（エリアメール）
・災害時の広報（広報車）→災害情報周知，発信
・ひたちなか防災マップ，市ホームページ
・危機管理型水位計と水位標の設置による住民への水位の情報提供
・地元自治会，民間企業へ可搬式ポンプ貸出による事前放流（住民協働）

取組の概要

図表Ⅱ-７-２-２
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るよう、河川と下水道の整備に加え、住民（団体）や民間企業等の参画の下、浸水被害の軽減を図る
ために実施する総合的な取組みを定めた計画である「100mm ／ h 安心プラン」に基づき、浸水被
害の軽減対策を推進する取組みを実施している。

（ウ）土地利用と一体となった治水対策
近年、浸水被害が著しい地域であり、土地利用状況等により、連続した堤防を整備することに比べ

て効率的かつ効果的な場合には、輪中堤注 4 の整備等と災害危険区域の指定等による土地利用規制と
を組み合わせる「土地利用と一体となった治水対策」を地方公共団体等と協力して推進している。

（エ）内水対策
内水氾濫による浸水を防除し都市等の健全な発達を図るため、下水管きょや排水機場等の整備を進

めている。しかしながら、近年、計画規模を上回る局地的な大雨等の多発、都市化の進展による雨水
流出量の増大、人口・資産の集中や地下空間利用の拡大等による都市構造の高度化等により都市部等
における内水氾濫の被害リスクが増大している。このため、下水道浸水被害軽減総合事業等を活用
し、地方公共団体、関係住民、民間の事業者等が一体となって、雨水流出抑制施設を積極的に取り入
れるなどの効率的なハード対策に加え、降雨情報の提供、土地利用規制、内水ハザードマップの作成
等のソフト対策、止水板や土のう等の設置、避難活動といった自助の取組みを組み合わせた総合的な
浸水対策を推進している。

④水防体制の強化
水防管理団体等と連携し、出水期前に洪水に対しリスクの高い区間の共同点検を実施するととも

に、水防技術講習会、水防演習等を実施し、水防技術の普及を図るなど、水害による被害を最小限に
するための水防体制の強化に向けた支援を行っている。

また、市町村地域防災計画に位置づけられた浸水想定区域内の地下街等（建設予定・建設中のもの
を含む。）、要配慮者利用施設、大規模工場等における避難確保・浸水防止計画作成等の取組みを支援
している。

⑤自衛水防の取組みの推進
市町村地域防災計画に定められた高齢者施設等の要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災

害防止法により、当該施設管理者等に洪水等に対する避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務
付けられている。また、令和３年の水防法及び土砂災害防止法の改正では、要配慮者利用施設の管理
者等から市町村長への洪水等に対する避難訓練の結果報告を義務付けるとともに、上記の避難確保計
画や避難訓練の結果報告を受けた市町村長が施設管理者等に対して必要な助言・勧告をする制度を創
設し、要配慮者利用施設における避難の実効性を確保することとした。

市町村地域防災計画に定められた地下街等については、水防法により、当該施設管理者等に避難確
保・浸水防止計画の作成及び洪水等に対する訓練の実施が義務付けられている。また、市町村地域防
災計画に定められた大規模工場等については、水防法により、当該工場等の管理者等に浸水防止計画
の作成及び洪水等に対する訓練の実施が努力義務として課されている。

注 4	 住宅等がある区域の周囲を取り囲む堤防
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また、国民一人一人が水防の意義及び重要性について理解を深められるよう、毎年５月（北海道で
は６月）を水防月間として定め、各地域において、総合水防演習等の水防訓練や水防団等と河川管理
者による河川の合同巡視など様々な取組みを実施している。さらに、水防団の士気向上や団員確保に
つなげるため、全国で実施された水防活動の状況を毎年とりまとめて公表するとともに、水防団に関
する広報の実施や水防活動に従事し水災害による被害の防止・軽減に貢献した水防団等に対して水防
功労者国土交通大臣表彰を実施している。

国土交通省としては、水災害の防止・軽減を図るため、こうした自衛水防の取組みを推進してい
る。

⑥洪水時の予報・警報の発表や河川情報の提供
国土交通大臣又は都道府県知事は、流域面積が大きい河川で洪水によって国民経済上重大又は相当

な損害が生じるおそれのある河川を洪水予報河川として指定し、気象庁長官と共同して水位又は流量
を示した洪水予報を発表している。すべての国の洪水予報では、令和３年６月から６時間先までの予
測水位の提供を開始した。また、洪水予報河川以外の主要な河川を水位周知河川として指定し、洪水
時に氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達情報を発表している。令和３年７月末現在、洪水予
報河川は 426 河川、水位周知河川は 1,732 河川が指定されている。さらに、現在国が管理する洪水
予報河川の全 109 水系を対象に洪水情報のプッシュ型配信も運用開始している。このような河川を
対象にした情報のほか、気象庁からは、洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、国土交通省
令で定める予報区を対象に洪水警報等を発表している。

雨量観測については、適切な施設管理や防災活動等に役立てるために、高分解能・高頻度に集中豪
雨や局地的な大雨を的確に把握できる XRAIN（国土交通省高性能レーダ雨量計ネットワーク）での
観測を行っており、インターネット上でも雨量情報の提供を行っている。

また、国管理河川においては、災害の切迫感をわかりやすく伝えるため、雨量や観測水位をもと
に、河川の上下流連続的な水位を推定し、堤防等の高さとの比較により危険度を表示する、洪水の危
険度分布（水害リスクライン）を公表している。また、洪水予報河川以外の河川を対象に、河川の上
流域の降雨が地表面や地中を通って河川を流れ下る流量を指数化し、過去の災害時の指数値と比較し
て洪水危険度を表した「洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）」を公表しており、現在、洪水危険
度を同一画面上でひとめで確認できるよう、これらを統合する取組を進めている。なお、この「洪水
キキクル（洪水警報の危険度分布）」においても、危険度が上昇したときに、希望者向けのプッシュ
型通知を民間事業者と協力して実施している。

河川の水位、河川カメラ、洪水予報、水防警報等の河川情報や、河川の水位に影響を及ぼす雨量等
の気象データや気象警報等の発表状況については、国土交通省「川の防災情報」ウェブサイトより、
リアルタイムで河川管理者、市町村、住民等に提供を行っており、洪水時の警戒や避難等に役立てら
れている。

また、河川の水位等の河川情報をデータ配信し、民間企業によりウェブサイトやアプリを通じて配
信する等、メディア等と連携した防災情報の発信を推進するとともに、アプリ等によりプッシュ型で
離れて暮らす家族の住む地域の防災情報を入手し、直接電話をかけて避難を呼びかける「逃げなきゃ
コール」等により、住民の適切な避難行動等を支援する取組みの高度化を図っている。
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⑦水害リスク情報の充実
令和３年の水防法改正により、住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川について、想定最大

規模の降雨に対応した洪水浸水想定区域の指定・公表の対象に追加された。
都道府県が実施する洪水浸水想定区域の指定・公表及び市町村が実施する洪水ハザードマップの作

成・公表について、防災・安全交付金により支援する。
洪水浸水想定区域については、洪水予報河川及び水位周知河川の約 99％注 5 において指定・公表済

みであり、洪水ハザードマップについては、この浸水想定区域を含む市町村の約 98％注 6 で作成済み
である。

また、想定最大規模の降雨に対応した浸水想定区域図に加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわか
りやすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」を新たに整備し、水害リスク情報の充実を図
り、防災・減災のための土地利用等の促進を図る。

⑧河川の戦略的な維持管理
樋門、水門、排水機場等の河川管理施設が洪水時等に所要の機能を発揮できるよう、施設の状態を

把握し、適切な維持管理を行う必要がある。河川整備の推進により管理対象施設が増加してきたこと
に加え、今後はそれら施設の老朽化が加速的に進行する中、「河川法」では、管理者が施設を良好な
状態に保つように維持・修繕し、施設の点検を適切な頻度で行うことが明確化されている。

このことから、河川管理施設等の維持管理は、機能に支障が生じてから対策を行う従来の事後保全
型から、点検等により状態を把握して適切な時期に対策を行う予防保全型への転換を図りつつ、主要
な河川構造物については長寿命化計画を策定し、計画的に施設の修繕や更新等を行うこととしてい
る。あわせて、長寿命化のために必要な技術開発等を進めるとともに、中小河川についても適切な維
持管理が進むよう、維持管理に関する技術基準等の検討を都道府県等と連携して進めている他、各地
方整備局等に相談窓口を設け、技術支援等を行っている。

⑨河川における不法係留船対策
河川において不法係留船は、河川管理上の支障（河川工事実施の支障、洪水時の流下阻害、河川管

理施設の損傷、燃料漏出による水質汚濁、河川利用の支障等）となるため、その所有者等に対し、適
法な係留・保管施設への移動を指導するとともに、必要に応じて所有者に代わり行政代執行等を実施
して、不法係留船の解消に取り組んでいる。

なお、平成 25 年５月に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関
する推進計画」を策定し、令和元年９月には、対策の効果を検証するため、三水域（港湾・河川・漁
港）合同による「プレジャーボート全国実態調査」の結果を公表した。また、３年３月には放置艇解
消に向けた対策の実効性を高めるための方策を「プレジャーボートの放置艇対策の今後の対応につい
て」としてとりまとめ取組みを推進しているところである。

注 5	 令和２年７月末現在
注 6	 令和２年７月末現在
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⑩道路における洪水・冠水対策
道路においては、近年の豪雨被害を踏まえ、渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止

対策を行うとともに、各道路管理者、警察、消防等とアンダーパス等の冠水危険箇所に関する情報を
共有し、情報連絡及び通行止め体制を構築するとともに、冠水の警報装置や監視施設の整備、ウェブ
サイト注 7 による冠水危険箇所の公開等を推進している。

⑪下水道の耐水化
令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨において、河川からの氾濫や内水氾濫の発生により、下水

処理場、ポンプ場の浸水に伴う機能停止等の被害が発生したことを踏まえ、耐水化を検討する上での
浸水深さの設定方法や効率的・効果的な対策手法などを通知するとともに、令和３年度までに耐水
化計画を策定し、早期にポンプ設備等の耐水化を目指すとともに、浸水への備えを盛り込むなどの
BCP（業務継続計画）の見直しを実施している。

（２）土砂災害対策
平地が少なく急峻な地形と脆弱

な地質が広く分布している我が国
では、経済の発展・人口の増加に
伴い、丘陵地や山麓斜面にまで宅
地開発等が進展している。その結
果、土石流等の土砂災害のおそれ
のある箇所は令和３年 12 月末時
点で 68 万箇所存在することが明
らかとなっており、多くの人々が
土砂災害の危険に曝されている。
豪雨や地震等に伴う土砂災害は、
過去 10 年（平成 24 年～令和３
年）の平均で、１年間に約 1,450 件発生しており、令和３年も 972 件の土砂災害が発生し、死者・
行方不明者 33 名となる等、多大な被害が生じている。

土砂災害による被害の防止・軽減を図るため、事前防災を重視し、土砂災害防止施設の整備や、土
砂災害警戒区域等の指定及び標識の設置等による周知並びに実効性のある警戒避難体制の構築の促進
等、ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害対策を各法令に基づき推進している。

令和３年７月・８月の大雨では、砂防関係施設によって下流家屋等が保全された事例が全国で 26
件確認された。

また、他機関との連携も強化しており、令和３年７月・８月の大雨等では、宇宙航空研究開発機構
（JAXA）との協定に基づいて人工衛星による被災地域の緊急観測を実施し、土砂移動等が発生した
と推定される箇所を早期に把握し、地方整備局による迅速な被災状況調査を実施した。

注 7	 	「道路防災情報ウェブマップ」ウェブサイト
	 URL：http://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/index.html

いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進
図表Ⅱ-7-2-● いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進

【令和2年7月豪雨】

【令和3年8月の大雨】

近年の公共インフラが被災した事例

熊本県水道施設の被災

いのちとくらしを守る土砂災害対策

浄水場

重要交通網

発電所等

通信関係施設

土砂災害の
おそれのある区域

避難所

砂防関係施設の整備

青森県道路の被災

図表Ⅱ-７-２-３
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①根幹的な土砂災害対策
近年の大規模な土砂災害では、人命だけでなく道路やライフライン等の公共インフラが被災し、応

急対策や生活再建に時間を要する事例が多数生じている。土石流や土砂・洪水氾濫等の大規模な土砂
災害から、人命はもちろん地域の社会・経済活動を支える公共インフラを保全するため、土砂災害防
止施設の整備を推進している。

土砂・洪水氾濫注 1は、気候変動の影響により平成後
半以降、頻発化の傾向にある土砂災害の一種です。特に
土砂・洪水氾濫の発生のおそれがある流域を事前に抽出
することが難しく、そのため、砂防堰堤等の対策施設を
優先して整備する流域を絞り込むことが困難でした。
そこで、国土交通省では土砂・洪水氾濫により過去に
大きな被害が発生した流域の地形的特徴を指標化し、勾
配１/200 以上の河川の区間の最下流端より、①上流の
流域面積が３km2 以上、②流出しうる土砂量の合計が
10 万m3 以上を満たす流域を抽出することで、土砂・
洪水氾濫の発生の可能性が高い流域を絞り込む調査手法
をとりまとめました。
今後はこの手法による調査を進めるとともに、抽出さ

注 1	 	豪雨の際に上流域から流出した多量の土砂が谷出口より下流の河道に堆積し、河床上昇や河道埋塞が引き起こ
され、土砂を多量に含む泥水の氾濫が発生する現象。市街地や道路等の広い範囲に亘って被害をもたらし、地
域の復旧・復興の大きな障害となる。

れた流域については、必要な砂防堰堤等の対策施設の
ハード対策を進めていく予定です。
令和元年東日本台風　
宮城県丸森町における土砂・洪水氾濫

土砂・洪水氾濫により大きな被害のおそれがある
流域の調査についてColumnコラム
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

近年土砂・災害氾濫が発生した流域と同様の地形的特徴を有する流域の調査概念図

【関連リンク】
土砂・洪水氾濫の概要　URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/doshakozuihanran.html
土砂・洪水氾濫により大きな被害のおそれのある流域の調査要領（案）（試行版）（令和 4 年 3 月）
URL：https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/sabo/dosyakouzuihanran_youryou_r0403.pdf

②土砂災害発生地域における緊急的な土砂災害対策
土砂災害により人命被害や国民の生活に大きな支障が生じた地域において、安全・安心を確保し、

社会経済の活力を維持・増進していくため、再度災害防止を目的とした土砂災害防止施設の集中的な
整備を推進している。

再度災害防止を目的とした土砂災害対策の効果事例（長野県岡谷市小田井沢川）

平成18年7月に発生した土石流により、多くの人家等に被害が発生した長野県岡谷市の小田
井沢川において、短期的・集中的に砂防設備の整備を実施。

令和3年8月の大雨に伴う土石流を捕捉し、下流への被害を未然に防止。

小田井沢川
４号砂防堰堤

小田井沢川
３号砂防堰堤

小田井沢川
２号砂防堰堤

小田井沢川
１号砂防堰堤

下流の人家
90戸を保全

諏訪湖

土石流発生前 土石流発生直後

小田井沢川４号砂防堰堤

図表Ⅱ-７-２-４
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

③要配慮者を守る土砂災害対策
自力避難が困難な高齢者や幼児等は、日本の人

口の約３割（総務省統計局『令和２年国勢調査』
より算出）にも関わらず過去 20 年間の土砂災害
による死者行方不明者の約半分を占めている。こ
のため「土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」
に基づき、土砂災害警戒区域内に位置する要配慮
者利用施設のうち、市町村地域防災計画に名称及
び所在地等を定められた施設の管理者等に対し避
難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施を
義務づけ、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確
保が図られるよう支援を行っている。

④市街地に隣接する山麓斜面における土砂災害対策
山麓斜面に市街地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と

景観を保全・創出するために、市街地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一連の樹林帯の形
成を図っている。

⑤道路に隣接する法面・盛土の防災対策
道路に隣接する土砂災害等の危険性のある法面・盛土に対し、法面・盛土防災対策を実施してい

る。

⑥地域防災力向上に資する土砂災害対策
土砂災害リスクが高く、土砂災害の発生による地域住民の暮らしへの影響が大きい中山間地域にお

いて、地域社会の維持・発展を図るため、人命を守るとともに、避難場所や避難路、役場等の地域防
災上重要な役割を果たす施設を保全する土砂災害防止施設の整備を推進している。また、リスク情報
の提示など土砂災害警戒区域等における避難体制の充実・強化に係る取組みに対して支援している。

⑦土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進
（ア）土砂災害警戒区域等の指定等による土砂災害対策の推進

「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにするため、
法に基づく基礎調査を行い、土砂災害により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある区域
を土砂災害警戒区域に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあ
る区域を土砂災害特別警戒区域に指定している。土砂災害警戒区域にかかる基礎調査は令和元年度末
までに一通り完了し、引き続き、土砂災害警戒区域等の指定を推進している。また、近年の土砂災害
の発生状況等を踏まえた社会資本整備審議会からの答申を受け、令和２年８月に土砂災害対策基本指
針を変更し、土砂災害警戒区域等の指定基準を満たす箇所の抽出精度を向上させるため、今後の基礎
調査においてより詳細な地形図データを用いることとした。さらに、土砂災害警戒区域等の認知度向
上を図るため、標識の設置等の取組みを推進している。

土砂災害による死者・行方不明者
に占める高齢者、幼児等の割合

（平成 14 年～令和３年）

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-２-５

51% 49%
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

土砂災害警戒区域においては、市町村地域防災計画に避難場所、避難経路等に関する事項を定める
等により警戒避難体制の整備を図るとともに、土砂災害特別警戒区域においては、一定の開発行為の
制限、建築物の構造規制等を図るなどのソフト対策を講じている。また、土砂災害に対する警戒避難
体制の整備やハザードマップの作成のためのガイドラインや事例集を示し、市町村における取組みを
促進している。

さらに、土砂災害警戒情報を警戒
レベル４避難指示の判断に資する情
報と明確に位置付け、都道府県知事
から関係市町村長への通知及び一般
への周知を義務付けるなど、情報伝
達体制の確立を図っている。

（イ）危険住宅の移転の促進
崩壊の危険があるがけ地に近接した危険住宅については、がけ地近接等危険住宅移転事業の活用等

により移転を促進している。令和３年度は、この制度により危険住宅 46 戸が除却され、危険住宅に
代わる住宅 23 戸が建設された。

⑧大規模な土砂災害への対応
深層崩壊による被害を軽減するため、土砂災害防止施設の整備や深層崩壊の危険度評価マップの活

用等による警戒避難体制の強化等の取組みを推進している。
河道閉塞（天然ダム）や火山噴火に伴う土石流等のおそれがある場合には、「土砂災害防止法」に

基づく緊急調査を行い、被害が想定される土地の区域及び時期の情報を市町村へ提供している。近
年、雨の降り方の激甚化・頻発化に伴い土砂災害が発生しているため、緊急調査を含め災害対応力向
上を図る訓練や関係機関との連携強化を推進している。

⑨土砂災害警戒情報の発表
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時に、市町村長が警戒レベル４避難指示を発令する際

の判断や住民の自主避難の参考となる情報を対象となる市町村等を特定し、土砂災害警戒情報として
都道府県と気象庁が共同で発表している。また、土砂災害警戒情報を補足する情報として、土砂災害
発生の危険度をより詳細に示したメッシュ情報等を提供している。

土砂災害警戒区域等のイメージ図図表Ⅱ-７-２-６
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土砂災害警戒情報及び大雨警報（土砂災害）の危険度分布

土砂災害警戒情報及び大雨警報（土砂災害）の危険度分布
資料）気象庁

土砂災害危険度の変化等を示したグラフ
資料）岩手県

図表Ⅱ-７-２-７

（３）火山災害対策
①活発な火山活動に伴う土砂災害への対策

火山噴火活動に伴い発生する火山
泥流や降雨による土石流等に備え、
被害を防止・軽減する砂防堰堤や導
流堤等の整備を進めている。また、
継続的かつ大量の土砂流出により適
正に機能を確保することが著しく困
難な施設は、除石等を行い機能の確
保を図っている。

火山噴火活動に伴う土砂災害は、
大規模となるおそれがあるととも
に、あらかじめ噴火位置や規模を正
確に予測することが困難であること
から、被害が大きくなる傾向にあ
る。このため、活発な火山活動等が
あり噴火に伴う土砂災害のおそれが
ある 49 火山を対象として、事前の
施設整備とともに噴火状況に応じた機動的な対応によって被害を軽減するため「火山噴火緊急減災対
策砂防計画」の策定を進めている。また、改正「活動火山対策特別措置法」が平成 27 年 12 月に施
行され、火山防災協議会の構成員となる都道府県及び地方整備局等の砂防部局が、噴火に伴う土砂災
害の観点から火山ハザードマップの検討を行うこととなった。そのため、「火山砂防ハザードマップ

（火山ハザードマップのうち、土砂災害に関するもの）」を整備することにより、火山防災協議会にお
ける一連の警戒避難体制の検討を支援している。

火山噴火の際に噴火前後の比較による迅速な状況把握を可能とするため、測量用航空機に搭載した
SAR 観測機器を用いて、全国の活動的な火山を対象とした周期的な観測を実施している。

また、火山噴火リアルタイムハザードマップシステムの整備を行い、浅間山や富士山を始めとした
12 火山を対象に運用するなど（令和３年度末時点）、噴火時に自治体を支援する取組みを推進してい

「 火山防災のために監視・観測体制の充実が必要
な火山」として火山噴火予知連絡会によって選定
された 50 火山における火山ハザードマップの整
備、火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定、噴火
警戒レベルの運用状況

秋田駒ヶ岳

岩手山

箱根山

富士山

諏訪之瀬島

雲仙岳

磐梯山

北海道駒ヶ岳

十勝岳

樽前山

雌阿寒岳

那須岳

吾妻山

安達太良山

浅間山
伊豆大島

三宅島

桜島

阿蘇山

霧島山

九重山
薩摩硫黄島

口永良部島

N32°

硫黄島

E140° E144°

大雪山

栗駒山

日光白根山

新島

神津島

八丈島

青ヶ島

乗鞍岳

白山

秋田焼山

新潟焼山
焼岳

恵山

蔵王山鶴見岳・伽藍岳

鳥海山 倶多楽

岩木山

火山名
火山噴火緊急減災対策砂
防計画が策定されている火
山（44火山）

火山名
噴火警戒レベルが運用さ
れている火山（49火山）

N28°

N24°

アトサヌプリ

草津白根山

御嶽山

有珠山

伊豆東部火山群

火山名
火山ハザードマップが整備
されている火山（49火山）

令和4年3月現在

八甲田山

十和田

弥陀ヶ原

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-２-８
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

る。

富士山では平成 16 年に火山ハザードマップ（以下
「HM」という。）が策定されていましたが、その後新た
な科学的知見が得られたことにより、富士山火山防災対
策協議会（以下「協議会」という。）の一員である国土
交通省富士砂防事務所において HMの基本情報となる
溶岩流の流下範囲等のシミュレーションを実施しまし
た。
そのシミュレーションの結果、各現象の影響範囲が拡

大し、特に溶岩流の到達可能性範囲に７市５町が新たに
加わり、影響範囲が市街地方面にも広がったことから、
協議会では新しい HMを令和３年３月に改定し、これ
に基づき避難計画の改定作業を行っております。
国土交通省では、引き続き噴火に伴う土砂災害による

被害防止の観点から各火山防災協議会における一連の警
戒避難体制の検討を支援して参ります。

【関連リンク】
富士山ハザードマップ（山梨県 HP）
https://www.pref.yamanashi.jp/kazan/hazardmap.html
富士山ハザードマップ（静岡県 HP）
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/fujisanhazardmap.html

②活発な火山活動に伴う降灰対策
道路においては、噴火に伴う路上への降灰が交通の支障になるなど、社会的影響が大きいことか

ら、路面清掃車による迅速かつ的確な除灰作業を行うための体制整備を推進している。

③気象庁における取組み
火山噴火災害の防止と軽減のため、全国の火山活動の監視を行い、噴火警報等の迅速かつ的確な発

表に努めている。特に「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として火山噴火予

富士山ハザードマップ改定の取組みColumnコラム
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知連絡会によって選定された 50 火山については、観測施設を整備し、24 時間体制で火山活動を監
視している（常時観測火山）。

また、平成 26 年９月の御嶽山の噴火災害を踏まえた活動火山対策特別措置法の改正等による火山
防災協議会の必須構成員として、警戒避難体制の整備に必要な事項である噴火警戒レベルについて、
火山災害警戒地域に指定されている 49 火山全てで運用するとともに改善を進めている。さらに、そ
れら 49 火山全てにおいて噴火警戒レベルの判定基準の精査及び公表を行っており、引き続き、最新
の知見を取り込んで随時見直しを行うなど、火山活動の観測・評価体制・情報提供の強化を進めてい
る。

④海上保安庁における取組み
海域火山噴火の前兆として、周辺海域に認められる変色水等の現象を観測し、航行船舶に情報を提

供している。また、海域火山の噴火予知の基礎資料とするため、海底地形、地質構造等の基礎情報の
整備を行っている。

令和３年８月 13 日に噴火した福徳岡ノ場については、直ちに航空機による観測を実施し、約 35
年ぶりに新島が形成されているのを確認した。また、西之島についても、平成 25 年の再噴火以来、
噴火と休止を繰り返していることから、福徳岡ノ場及び西之島の火山活動の監視観測を重点的に実施
している。今後も、航空機により火山活動と島の変化の状況を監視していく。

⑤国土地理院における取組み
（ア）火山活動観測・監視体制の強化

全国の活動的な火山において、電
子基準点（GNSS 注 8 連続観測施設）
や GNSS 火山変動リモート観測装置

（REGMOS） 等 に よ る GNSS 連 続
観測、自動測距測角装置による連続
観測を実施し、地殻の三次元的な監
視を行っている。さらに、他機関の
GNSS 観測データを合わせた統合解
析を実施し、火山周辺の地殻のより詳
細な監視を行っている。また、陸域観
測技術衛星２号（だいち２号）のデー
タを使用した SAR 干渉解析注 9 により
地盤変動の監視を行っている。

（イ）火山周辺の地理空間情報の整備
火山特有の地形等を詳細に表した火

山基本図データや火山の地形分類を表

注 8	 Global	Navigation	Satellite	System：全球測位衛星システム
注 9	 人工衛星で宇宙から地球表面の変動を監視する技術

GNSS 連続観測がとらえた日本列島の動き図表Ⅱ-７-２-９
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した火山土地条件図の整備・更新を行っている。

（ウ）火山噴火等に伴う自然災害に関する研究等
GNSS や干渉 SAR 等の観測と解析の精度を向上する研究や、それらの観測データの解析結果から

火山活動のメカニズムを解明する研究を行っている。

（４）高潮・侵食等対策
①高潮・高波対策の推進

令和元年東日本台風により駿河海岸等で記録的な高潮や高波が発生したものの、これまでの海岸堤
防等の整備及び維持管理により、市街地への浸水を防ぐことができ、「事前防災」の重要性をあらた
めて認識させられることとなった。頻発する高潮や高波による災害等から人命や財産を守るため、海
岸堤防の整備等のハード対策を行うとともに、水防法に基づく水位周知海岸及び高潮浸水想定区域の
指定等のソフト対策を推進しており、令和３年にはハザードマップの作成対象を拡大し、浸水リスク
情報の空白域を解消するために、水防法が改正された。この水防法改正を踏まえ、高潮浸水想定区域
図作成の手引きを改定した。４年３月末までに 20 都道府県（北海道、千葉県、東京都、神奈川県、
静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐
賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県）で高潮浸水想定区域図が公表されている。

また、港湾の堤外地には物流・産業機能が集中していることから、これらを高潮・高波による被害
から守るため、令和元年房総半島台風による被害も踏まえ、港湾管理者や港湾で活動する企業等の関
係者が連携した高潮・高波対策に取り組む。

②海岸侵食対策の推進
様々な要因により全国各地で海岸

侵食が生じていることから、離岸
堤・突堤等の整備や養浜等に加え、
河川、海岸、港湾、漁港の各管理者
間で連携したサンドバイパス注 10 や
サンドリサイクル注 11 等の侵食対策
を進めている。   

③高潮にかかる防災気象情報の提供
気象庁では、高潮による災害のお

それがある場合、高潮特別警報、高
潮警報、高潮注意報を発表し、警
戒・注意を呼びかけるとともに、高
潮にかかる防災気象情報の改善も進
めている。台風や発達した低気圧等

注 10		海岸の構造物によって砂の移動が断たれた場合に、上手側に堆積した土砂を、下手側海岸に輸送・供給し、砂浜を復元
する工法

注 11	流れの下手側の海岸に堆積した土砂を、侵食を受けている上手側の海岸に戻し、砂浜を復元する工法

台風 19 号における海岸保全施設の整備効果―静
岡県・駿河海岸―図表Ⅱ-７-２-10
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の接近に伴う高潮災害では、潮位が上昇する前に風が強まり屋外への立退き避難が困難な状況となる
ことがあり、このような場合、暴風が吹き始める前に避難を完了することが重要である。このため、
警戒レベル４避難指示を発令する目安となる高潮警報について、暴風が吹き始める時間帯も考慮して
十分なリードタイムを確保して発表する改善を令和３年６月に実施した。また、令和４年度には、高
潮の早期注意情報（警報級の可能性）の運用を開始する予定である。

（５）津波対策
①津波対策の推進

南海トラフ巨大地震等による大規模な津波災害に備え、最大クラスの津波に対しては津波防災地域
づくりに関する法律に基づき、ハードとソフトの施策を組み合わせた多重防御による対策を進めてお
り、津波浸水想定の設定、ハザードマップの作成支援、津波災害警戒区域等の指定、推進計画の作
成、避難計画の立案等において地方公共団体を支援している。

また、地方自治体の津波防災地域づくりに関する取組みを支援する相談窓口を国に設け、ワンス
トップで相談・提案を行う体制を構築している。

海岸の津波対策においては、堤防の損傷等を軽減する機能を発揮する粘り強い構造の海岸堤防等の
整備や耐震化、水門・陸閘等の統廃合や自動化・遠隔操作化等のハード対策を行うとともに、水門・
陸閘等の安全かつ確実な操作体制の構築等のソフト対策を推進している。水門・陸閘等については、
海岸法において操作規則の策定を義務付けるとともに、平成 28 年４月に補訂した「津波・高潮対策
における水門・陸閘等管理システムガイドライン」により、現場操作員の安全の確保を最優先した上
で、津波・高潮等の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体制の構築を図っている。

港湾の津波対策については、大規模津波発生時にも港湾機能を維持するため、「粘り強い構造」の
防波堤の整備や航路啓開訓練、迅速な沖合退避や係留強化に資する海・船の視点から見た港湾強靭化
の検討等、防災・減災対策を推進している。また、津波防災等の分野で顕著な功績を挙げた方々を表
彰する「濱口梧陵国際賞」授賞式を昨年に引き続き開催し、津波防災に係る普及啓発活動を行ってい
る。

さらに、全国の「港則法」の特定港（87 港）を中心に「船舶津波対策協議会」を開催しており、
関係機関や海事関係者の協力の下、各港において船舶津波対策を推進している。

道路の津波対策については、避難誘導標識システムの整備、地域住民の方々と利用訓練等を実施
し、防災機能の強化を図っている。

空港の津波対策については、津波被災の可能性のある空港において、津波被災後に早期に緊急物
資・人員の輸送拠点機能を確保するための、地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画を策定
し、計画に基づき避難訓練等の取組みや関係機関との協力体制構築等の取組みを推進している。

鉄道の津波対策については、南海トラフ巨大地震等による最大クラスの津波からの避難の基本的な
考え方（素早い避難が最も有効かつ重要な対策であること等）を踏まえた津波発生時における鉄道旅
客の安全確保への対応方針と具体例等を取りまとめており、鉄道事業者における取組みを推進してい
る。

その他、切迫する巨大地震・津波等に備え、津波浸水リスクの高い地域等において、河川堤防のか
さ上げ、液状化対策、復興まちづくりの事前準備等を推進している。



第
７
章　

 

安
全
・
安
心
社
会
の
構
築

Ⅱ

国土交通白書　2022 257

第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

②津波にかかる防災情報の提供
津波による災害の防止・軽減を図るため、気象庁は、全国の地震活動を 24 時間体制で監視し、津

波警報、津波情報等の迅速かつ的確な発表に努めている。平成 31 年３月に、気象庁は、関係機関に
よる沖合の津波観測データを用いて津波をより精度良く予測する技術を導入し、令和４年３月末現
在、214 箇所の海底津波計、18 箇所の GPS 波浪計、174 箇所の沿岸の津波観測点のデータを監視し、
津波警報の更新や津波情報等に活用している。

今後の取組みとして、津波発生が予想された際に適切な避難行動を促進するため、津波避難の緊急
性がより分かりやすく伝わるよう、津波到達予想時刻のビジュアル化による提供や、津波発生後の適
切な救助活動等の応急対策を支援するため、津波警報・注意報の解除見込み時間の提供に向けた準備
を進めている。

そのほか、聴覚障害者や遊泳中の方などへの視覚による情報伝達手段として、気象庁では令和２年
６月に「赤と白の格子模様の旗」を定めた。この旗を「津波フラッグ」と呼び、関係機関と連携し
て、全国的な周知・普及を図っている。

さらに、令和４年１月 15 日に発生した、フンガ・トンガ－フンガ・ハアパイ火山の噴火による潮
位変化に関する情報発信の課題について、有識者による潮位変化のメカニズム等の分析・情報発信の
あり方の検討を行っている。

船舶の津波対策に役立てるため、海上保安庁は、令和４年３月末現在、南海トラフ巨大地震、首都
直下地震等による津波の挙動を示した津波防災情報図 204 図を作成、提供している。

③津波避難対策
将来、南海トラフ巨大地震をはじめとする巨大地震の発生による津波被害が懸念されることから、

都市計画の基礎的なデータを活用した避難施設等の適正な配置を行うための方法を取りまとめた技術
的な指針を平成 25 年６月に策定し、公表するとともに、都市防災総合推進事業等を通じて、地方公
共団体が実施する避難路・避難場所等の整備を支援している。

港湾においては、地方自治体等による津波避難計画の策定や津波避難施設の整備を促進している。
また、津波等からの退避機能を備えた物流施設等を整備する民間事業者に対しても、一般財団法人民
間都市開発推進機構による支援を行っている。

④津波被害軽減の機能を発揮する公園緑地の整備
東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体が復興まちづくり計画の検討等に活用できるよう「東

日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」を平成 24 年３月に取りまとめ、公
園緑地が多重防御の１つとしての機能、避難路・避難地としての機能、復旧・復興支援の機能、防災
教育機能の４つの機能を有するものとし、減災効果が発揮されるための公園緑地の計画・設計等の考
え方を示している。

⑤官庁施設における津波対策
官庁施設は、災害応急対策活動の拠点施設として、あるいは、一時的な避難場所として、人命の救

済に資するものであるため、津波等の災害発生時において必要な機能を確保することが重要である。
平成 25 年２月に社会資本整備審議会より答申を受けた「大津波等を想定した官庁施設の機能確保

の在り方について」において示されたハード・ソフトの対策の組み合わせによる津波対策の考え方を
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踏まえ、官庁施設を運用管理する機関と連携しつつ、総合的かつ効果的な津波対策を推進している。

（６）地震対策
①住宅・建築物の耐震・安全性の向上

令和 12 年までに耐震性が不十分な住宅を、７年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建
築物を、それぞれおおむね解消とする目標を達成するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
に基づき、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の公表等により耐震化の促進を図っている。

住宅・建築物の耐震化については、社会資本整備総合交付金等により、耐震診断及び耐震改修等に
要する費用への支援を行っている。また、耐震診断義務付け対象建築物については、重点的かつ緊急
的な支援を実施している。

ブロック塀等については、大阪北部地震の発生後、所有者等に向けた安全点検チェックポイントの
周知を行うとともに、避難路沿道のブロック塀等に対し耐震診断の義務付けを可能とする「建築物の
耐震改修の促進に関する法律施行令」の一部改正や、ブロック塀等の耐震診断や診断の結果、撤去等
を行う場合の費用に対する支援等により、ブロック塀等の安全確保の推進を図っている。

②宅地耐震化の推進
地震等による盛土造成地の滑動崩落や宅地の液状化による被害を防ぐため、宅地耐震化推進事業に

より地方公共団体が実施する変動予測調査を支援するとともに、平成 30 年北海道胆振東部地震で発
生した盛土造成地の滑動崩落や液状化による宅地被害の再度災害防止等、宅地の安全性確保に対する
対策を支援している。

③被災地における宅地の危険度判定の実施
地震等により被災した宅地における二次災害を防止し、住民の安全確保を図るため、被災後に迅速

かつ的確に宅地の危険度判定を実施できるよう、都道府県・政令市から構成される被災宅地危険度判
定連絡協議会と協力して体制整備を図っている。

④密集市街地の改善整備
防災・居住環境上の課題を抱えている

密集市街地の早急な改善整備は喫緊の課
題であり、「地震時等に著しく危険な密集
市街地（危険密集市街地）」（約 2,220ha、
令和２年度末）について 12 年度までに最
低限の安全性を確保し、おおむね解消す
ることとしている。また、地域防災力の
向上に資するソフト対策について、７年
度までに、全ての危険密集市街地で実施
されることを目標としている。

この実現に向け、幹線道路沿道建築物
の不燃化による延焼遮断機能と避難路機
能が一体となった都市の骨格防災軸（防災環境軸）や避難地となる防災公園の整備、防災街区整備事

密集市街地の整備イメージ

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-２-11
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業、住宅市街地総合整備事業、都市防災総合推進事業等による老朽建築物の除却と合わせた耐火建築
物等への建替え、避難や消防活動に資する狭あい道路の拡幅等のハード対策及び感震ブレーカーの設
置や防災マップの作成、訓練の実施等の地域防災力の向上に資するソフト対策を推進している。

⑤オープンスペースの確保
防災機能の向上により安全で安心できる都市づくりを図るため、地震災害時の復旧・復興拠点や物

資の中継基地等となる防災拠点、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等として機能する
防災公園等の整備を推進している。また、防災公園と周辺市街地の整備改善を一体的に実施する防災
公園街区整備事業を実施している。

⑥防災拠点等となる官庁施設の整備の推進
官庁施設については、災害応急対策活動の拠点としての機能を確保するとともに人命の安全を確保

する必要があることから、官庁施設の耐震基準を満足する割合を令和７年度までに 100％とするこ
とを目標とし、所要の耐震性能を満たしていない官庁施設について、耐震改修等による耐震化を推進
している。また、地方公共団体をはじめとする様々な関係者との連携の下、大規模災害の発生に備
え、防災拠点等となる官庁施設の整備を推進している。

⑦公共施設等の耐震性向上
河川事業においては、いわゆるレベル２地震動においても堤防、水門等の河川構造物が果たすべき

機能を確保するため、耐震照査を実施するとともに、必要な対策を推進している。
海岸事業においては、ゼロメートル地帯等において地震により堤防等が損傷し、大規模な浸水が生

じないよう、また、南海トラフ地震等において、津波到達前に堤防等の機能が損なわれないよう、施
設の機能や背後地の重要度等を考慮して、耐震対策を推進している。

道路事業においては、地震による被災時に円滑な救急・救援活動、緊急物資の輸送、復旧活動に不
可欠な緊急輸送を確保するため、緊急輸送道路上の橋梁及び同道路をまたぐ跨道橋、ロッキング橋脚
橋梁の耐震補強対策や無電柱化を実施している。

港湾事業においては、災害時に陸上輸送が遮断された場合でも緊急物資の海上輸送機能を確保する
とともに、発災直後から企業活動の維持を図るため、耐震強化岸壁の整備、臨港道路の耐震化及び民
有港湾施設の耐震化支援等を推進している。

空港事業においては、地震発生後における緊急物資等輸送拠点としての機能確保や航空ネットワー
クの維持に必要となる基本施設（滑走路及び誘導路等）の耐震化を実施している。

鉄道事業においては、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地震時における、鉄
道ネットワークの維持や鉄道利用者の安全確保等を図るため、主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対
策を推進している。

下水道事業においては、地震時においても下水道が果たすべき機能を確保するため、防災拠点等と
処理場とを接続する管路施設や水処理施設等の耐震化・耐津波化を図る「防災」と、被災を想定して
被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進している。

⑧大規模地震に対する土砂災害対策
南海トラフ地震等の大規模地震に備え、防災拠点や重要交通網等への影響、孤立集落の発生が想定
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される土砂災害警戒区域等において、ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害対策を推進して
いる。

また、大規模地震発生後は、関係機関と連携を図り、災害状況等を迅速に把握するとともに、応急
対策を的確に実施することが重要である。このため、衛星等を活用した状況把握の迅速化や関係機関
等と実践的な訓練を行うなど危機管理体制の強化を図っている。

⑨気象庁における取組み
地震による災害の防止・軽減を図るため、全国の地震活動及び南海トラフ沿いの地殻変動を 24 時

間体制で監視し、緊急地震速報、地震情報、南海トラフ地震に関連する情報等の迅速かつ的確な発表
に努めている。今後の取組みとして、地震発生直後の迅速な救助活動を支援するため、より詳細な推
計震度分布情報を提供する準備を進めている。

緊急地震速報については、引き続き海底地震計データの活用により発表の迅速化を図った。長周期
地震動については、気象庁ウェブサイトで提供している観測情報を、令和４年度後半からオンライン
提供を予定しているほか、長周期地震動の予測を緊急地震速報に含めて発表する準備を進めている。

⑩海上保安庁における取組み
巨大地震発生メカニズムの解明のため、海溝型巨大地震の発生が将来予想されている南海トラフ等

の太平洋側海域において、海底地殻変動観測を実施し、想定震源域におけるプレート境界の固着状態
の把握に努めている。特に、南海トラフの強固着域の沖側におけるゆっくりすべりの検出（令和元年
度）、及び東北地方太平洋沖地震後の経時的な地殻変動メカニズムの理解（令和３年度）に貢献して
いる。

⑪国土地理院における取組み
（ア）地殻変動観測・監視体制の強化

全国及び地震防災対策強化地域等において、電子基準点等約 1,300 点による GNSS 連続観測、水
準測量等による地殻変動の監視を強化している。また、だいち２号のデータを使用した SAR 干渉解
析により地盤変動の監視を行っている。

（イ）防災地理情報の整備
主要な活断層が存在する地域や、人口や社会インフラが集中している地域を対象に、活断層の位置

情報及び土地の自然条件等に関する防災地理情報を整備・更新している。

（ウ）地震に伴う自然災害に関する研究等
GNSS、干渉 SAR、水準測量等測地観測成果から、地震の発生メカニズムを解明するとともに、

観測と解析の精度を向上する研究を行っている。また、国土の基本的な地理空間情報と震度を組み合
わせて解析し、災害時における迅速な情報の提供に関する研究開発及び評価を行っている。さらに、
関係行政機関・大学等と地震予知に関する調査・観測・研究結果等の情報交換とそれらに基づく学術
的な検討を行う地震予知連絡会、地殻変動研究を目的として関係行政機関等が観測した潮位記録の収
集・整理・提供を行う海岸昇降検知センターを運営している。
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我が国は、昔から様々な自然災害にたびたび見舞われ
ており、先人はその教訓を石碑やモニュメントに刻み、
後世に遺しています。一方で、石碑に遺された教訓が必
ずしも地域住民に活かされていないことも懸念されま
す。
このため、国土地理院は、石碑やモニュメントなどを

「自然災害伝承碑」として地図に掲載することにより、

災害教訓の伝承に地図・測量分野から貢献し、教訓を踏
まえた的確な防災行動による被害の軽減を目指していま
す。
現在、国土地理院のウェブ地図 ｢地理院地図｣ には

1,345 基（令和４年３月 29日時点）の自然災害伝承碑
が掲載されています。

【関連リンク】
URL：https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html

⑫帰宅困難者対策
大都市において大規模地震が発生した場合、都市機能が麻痺し東日本大震災以上の帰宅困難者が発

することが予想されることから、人口・都市機能が集積した地域における滞在者等の安全確保のた
め、平成 24 年に都市再生安全確保計画制度を創設し、都市再生緊急整備地域（全国 51 地域：令和
４年３月末現在）において、都市再生安全確保計画の作成や、都市再生安全確保施設に関する協定の
締結、各種規制緩和等により、官民の連携による都市の防災性の向上を図っている。また、主要駅周
辺等も補助対象地域としている都市安全確保促進事業により、都市再生安全確保計画等の作成や計画
に基づくソフト・ハード両面を総合的に支援している。加えて、帰宅困難者等への対応能力を都市機
能として事前に確保するため、主要駅周辺等を補助対象地域としている災害時拠点強靱化緊急促進事
業により、防災拠点の整備を支援している。

⑬災害時の業務継続機能の確保
大都市の業務中枢拠点において、世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人

自然災害伝承碑の取組みColumnコラム
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材を呼び込むためには、我が国大都市の弱みである災害に対する脆弱性を克服していくことが必要で
ある。

このため、災害に対する対応力の強化として、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が
確保される業務継続地区の構築を行うため、エネルギー面的ネットワークの整備を推進している。

⑭地下街の安心安全対策
都市内の重要な公共的空間である地下街は、大規模地震等災害発生時に利用者等の混乱が懸念され

るとともに、施設の老朽化も進んでいることから、「地下街の安心避難対策ガイドライン」を策定し、
利用者等の安心避難のための防災対策を推進している。

（７）雪害対策
①冬期道路交通の確保（雪寒事業）

積雪寒冷特別地域における安定した冬期道路交通を確保するため、「積雪寒冷特別地域における道
路交通の確保に関する特別措置法」に基づき、道路の除雪・防雪・凍雪害防止の事業（雪寒事業）を
進めている。また、除雪体制の強化方策として、情報連絡本部の設置、関係道路管理者等が連携した
タイムラインの策定、立ち往生等の発生が懸念される箇所の事前把握及び必要な除雪機械の確保や適
切な配置、AI 技術を活用したカメラ画像の解析による交通障害自動検知の推進、関係機関及び民間
企業との災害時における協定の締結等を推進している。さらに、人命を最優先に幹線道路上で、大規
模な車両滞留を徹底的に回避することを基本的な考え方とし、短期間の集中的な大雪時には、出控え
などの行動変容を促す取組みを行うとともに広範囲での通行止めや高速道路と並行する国道等の同時
通行止めも含めた躊躇ない通行止めと、その後の集中除雪による物流等の途絶の回避を行う。また、
立ち往生車両が発生した場合には、滞留状況を正確に把握できる体制確保、関係機関の連携強化、地
方整備局と地方運輸局等を中心とした乗員保護などに取り組むこととしている。

②豪雪地帯における雪崩災害対策
全国には、約 21,000 箇所の雪崩危険箇所があり、集落における雪崩災害から人命を保護するた

め、雪崩防止施設の整備を推進している。

③大雪に関する防災気象情報の提供
気象庁では大雪による災害の防止や交通障害等の雪による社会的な混乱を軽減するために、警報・

注意報や気象情報等を発表し段階的に警戒や注意を呼びかけている。大雪による交通障害を避けるた
めには、大雪が予想されている地域への行動を控えることが重要なことから、５日先までに警報級の
大雪が予想されている時には、「早期注意情報（警報級の可能性）」を発表して注意を呼びかけ、冬型
の気圧配置により日本海側で数日間降雪が持続するようなときなどで精度良く予測が可能な場合には
48 時間先からの 24 時間予想降雪量を情報発表して、早めの対策を呼びかけている。社会的影響の
大きい災害が起こるおそれのある時には、そのおおむね３～６時間前に「大雪警報」を発表して警戒
を呼びかけ、短時間に顕著な降雪が観測され今後も継続すると見込まれる場合には、「顕著な大雪に
関する気象情報」を発表し大雪への一層の警戒を呼びかける。

加えて、令和元年 11 月からは、現在の積雪の深さと降雪量の分布を推定した「現在の雪（解析積
雪深・解析降雪量）」を気象庁ホームページで公開し、令和３年 11 月には、６時間先までの予報を
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加え「今後の雪（降雪短時間予報）」として更新した。積雪の深さと降雪量の実況と予報を一体的に
確認でき、外出予定の変更や迂回経路の選択等の行動判断を支援する資料となっている。

（８）防災情報の高度化

①防災情報の集約
「国土交通省防災情報提供センター」注12では、国民が防災情報を容易に入手・活用できるよう、保

有する雨量等の情報を集約・提供しているほか、災害対応や防災に関する情報がワンストップで入手
できるようにしている。

②ハザードマップ等の整備
災害発生時に住民が適切な避難行動をとれるよう、市町村によるハザードマップの作成及び住民へ

の周知・活用を促進するとともに、全国の各種ハザードマップを検索閲覧できるハザードマップポー
タルサイト注 13 をを整備し、公開している。

ハザードマップの整備状況

1,377
（98％）
1,377
（98％）

42
（29％）
42

（29％）

105
（71％）
105

（71％）
1,525
（95％）
1,525
（95％）

76
（5％）
76

（5％）

49
（100％）
49

（100％）

1,198
（86％）
1,198
（86％）

75
（7％）
75

（7％） 428
（40％）
428

（40％）

652
（95％）
652

（95％）

35
（5％）
35

（5％）

998
（93％）
998

（93％）

645
（60％）
645

（60％）
201

（13％）
201

（13％）

23
（2％）
23

（2％）

津波ハザードマップ
（令和3年9月末）※５
対象：687市町村

計画規模降雨に対応した
洪水ハザードマップ（外側）
（令和3年9月末）※１
対象：1,400市町村

想定最大規模降雨に対応した
洪水ハザードマップ（内側）
（令和3年9月末）※２
対象：1,400市町村

既往最大降雨等に対応した
内水ハザードマップ（外側）
（令和3年11月末）※３
対象：1,073市町村

想定最大規模降雨に対応した
内水ハザードマップ（内側）
（令和3年11月末）※４
対象：1,073市町村

火山ハザードマップ
（令和元年8月末）※８
対象：49火山

土砂災害ハザードマップ
（令和3年3月末）※７
対象：1,601市町村

高潮ハザードマップ
（令和3年10月末）※６ 
対象：147市町村

■公表済　■未公表

※ 1：�水防法第 14条に基づく洪水浸水想定区域のうち、洪水予報河川・水位周知河川に対する洪水浸水想定区域が指定された市町村において、�
水防法第 15条第 3項に基づいたハザードマップを公表済みの市町村（特別区を含む）

※ 2：想定最大規模降雨に対応した洪水ハザードマップ公表済みの市町村（特別区を含む）�
※ 3：下水道による浸水対策が実施されている市町村のうち、既往最大降雨等に対応した内水ハザードマップ公表済みの市町村（特別区を含む）
※ 4：下水道による浸水対策が実施されている市町村のうち、想定最大規模降雨に対応した内水ハザードマップ公表済みの市町村（特別区を含む）
※ 5：沿岸の市町村及び津波浸水想定が設定されている内陸の市町村のうち、津波ハザードマップを公表済みの市町村�
※ 6：�水防法第 14条の 3に基づく高潮浸水想定区域が指定された市町村のうち、水防法第 15条第 3項に基づいたハザードマップを公表済みの

市町村
※ 7：�土砂災害警戒区域を指定、又は指定予定の市町村のうち、土砂災害防止法第８条第３項に基づく、ハザードマップ公表済みの市町村�

（特別区を含む）
※ 8：�活火山法第 4条に基づき火山防災協議会が設置された火山のうち、協議事項として定められた火山ハザードマップが公表済みの火山�

（内閣府調べ）
資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-２-12

注 12	「国土交通省防災情報提供センター」ウェブサイト：http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
注 13	「ハザードマップポータルサイト」：https://disaportal.gsi.go.jp/
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

③防災気象情報の改善
気象庁では、気象災害を防止・軽減するために、特別警報・警報・注意報や気象情報等を発表し段

階的に警戒や注意を呼びかけるとともに、実際にどこで危険度が高まっているかリアルタイムで予測
し地図上で確認できるキキクル（大雨・洪水警報の危険度分布）等を提供している。また、国土交通
省や都道府県と共同で土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報を発表している。

令和３年度は、令和３年４月に取りまとめられた防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組
みとして、線状降水帯がもたらす降り続く顕著な大雨への注意喚起や大雨特別警報の改善等、防災気
象情報がより一層避難をはじめとする防災対策に役立てられるような取組みを順次進めた。他方、防
災気象情報の複雑化が指摘されていることを踏まえ、河川・砂防・海岸部局等との緊密な連携の下、
有識者検討会を開催し、防災気象情報全体の体系整理や個々の防災気象情報の抜本的な見直しを行う
こととしている。

（９）危機管理体制の強化
自然災害への対処として、災害に結びつくおそれのある自然現象の予測、迅速な情報収集、災害時

の施設点検・応急復旧、海上における救助活動、被災自治体の支援等の初動対応体制を構築するとと
もに、災害対応のさらなる迅速化・高度化を図るため、「統合災害情報システム（DiMAPS）」等を
用いて災害初動期の情報収集・共有体制を強化するなど、災害対応力の向上を図っている。

① TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による災害対応
令和３年度は、主に令和３年７月の大雨及び８月の大雨等の災害に対し、TEC-FORCE を派遣し

被災自治体を支援した。
令和３年７月の大雨では、東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨となり、静岡県熱海市

における大規模な土石流をはじめ、各地で甚大な被害が発生した。国土交通省では、中部、九州、中
国地方の 14 県 20 市町村へ TEC-FORCE を派遣し、熱海市では、ドローン等による被災状況調査、
渓流の最上流部等への監視カメラ設置による監視体制強化等を実施し、行方不明者の捜索活動等を支
援した。

令和３年８月には、西日本から東日本の広い範囲で１週間以上にわたる大雨となり、各地で土砂災
害や河川の氾濫、浸水被害が多発し、道路、鉄道の被害も発生した。国土交通省では、関東、北陸、
中部、中国、四国、九州の 20 県 27 市町へ TEC-FORCE を派遣し、六角川の氾濫箇所等において
排水ポンプ車による浸水排除を行ったほか、各地で被災状況調査を実施するなど、被災地の早期の復
旧・復興を支援した。

これらの被災状況調査では、オンラインでの被災状況の集約などを可能とするiTEC（TECアプリ）
を活用し、活動の効率化や調査結果の迅速な共有等に効果を発揮した。

②業務継続体制の確保
首都直下地震発生時に防災対策業務を遅滞なく実施するとともに、業務停止が社会経済活動に重

大な影響を及ぼす業務の継続性を確保することを目的に、平成 30 年５月に国土交通省業務継続計画

【関連リンク】
【TEC-FORCE について】
URL：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/pch-tec/index.html
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

（第４版）を取りまとめた。また、業務の継続体制確保に向け、首都直下地震を想定した職員非常参
集訓練等を毎年実施している。

③災害に備えた情報通信システム・機械等の配備
災害時の情報通信体制を確保するため、本省、地方整備局、関係機関等の間で、マイクロ回線と光

ファイバを用いた信頼性の高い情報通信ネットワーク整備に加え、災害現場からの情報収集体制を強
化するために衛星通信回線を活用した通信機器や臨時回線を構築可能な i-RAS、公共 BB といった通
信機器も全国に配備し、機動性の高い運用体制を整えている。また、大規模災害が発生した場合、全
国の地方整備局等に配備している災害対策用ヘリコプター、衛星通信車、排水ポンプ車、照明車等の
災害対策用機械を迅速に派遣できる体制をとっており、令和３年度に発生した災害時においてこれら
の災害対策用機械を現地へ派遣し、復旧活動の支援等を行った。

④実践的・広域的な防災訓練の実施
「防災の日」（９月１日）に際しては、首都直下地震を想定した国土交通省緊急災害対策本部運営

訓練を実施したほか、地方整備局等において自治体との TV 会議等による情報伝達訓練等を実施し、
大規模地震への対応力の向上を図った。さらに、「津波防災の日」「世界津波の日」（11 月５日）に際
し、大分県津久見市で国・県・市の参加のもと、南海トラフ巨大地震を想定した大規模津波防災総合
訓練を実施し、住民等の避難訓練、救助訓練、道路・航路啓開や緊急排水訓練などを行った。

これらの訓練では、分散開催や WEB 会議の活用など、コロナ禍であることに配慮しながら取り
組んだ。

例年「水防月間」（５月）に実施している総合水防演習については、令和３年度は新型コロナウイ
ルスの感染拡大を踏まえ、北陸地方では無観客での開催、その他の地方では開催を見送り、各地域の
特性に応じ、個別の水防活動訓練、避難所開設訓練、Web を活用した情報伝達訓練等を実施した。

⑤海上保安庁による災害対応
海上保安庁では、組織力・機動力を活かし、海上で発生した災害のほか、陸域で発生した災害に対

しても巡視船艇・航空機や特殊救難隊等を出動させ、人命救助や被害状況調査等を実施するととも
に、被災地域の状況やニーズに合わせ情報発信を行いつつ、被災者支援を実施している。

令和３年も自然災害による被害が各地にもたらされ、行方不明者の捜索のほか、多数の漂流物等に
関する航行警報や海の安全情報による情報提供、さらには、電気等のライフライン確保のため、協定
に基づく電力会社の人員及び資機材の搬送や、支援物資の輸送による被災者支援を実施した。

海上保安庁による災害対応の状況
「協定に基づいて電力会社社員を搬送」 「前進配備する巡視船」 「支援物資の搬送に当たる職員」

図表Ⅱ-７-２-13
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⑥地方整備局及び北海道開発局の体制の確保
国土交通省の現場を支える地方整備局及び北海道開発局は、災害からの復旧・復興や新たな社会資

本整備などに努めてきたところであり、近年の激甚化・頻発化する自然災害の中で、その役割や地域
からの期待も大きくなっている。

一方で、地方整備局等については、避難につながる迅速な情報提供や災害発生時の機敏な初動対応
など、国民の命と暮らしを守るための的確な対応を行う上で多くの課題に直面している。

こうした中、数多くの自然災害からの復旧・復興や、防災・減災、国土強靱化への取組等に対応す
るため、地方整備局等に必要な体制を確保していく。

（10）ICT を活用した既存ストックの管理
光ファイバ網の構築により、ICT

を活用した公共施設管理、危機管理
の高度化を図っている。具体的に
は、インターネット等を活用した防
災情報の提供等、安全な道路利用の
ための対策を進めている。また、排
水機場等河川管理施設の遠隔監視・
操作、河川の流況や火山地域等の遠
隔監視のほか、下水処理場・ポンプ
場等の施設間を光ファイバ等で結
び、遠隔監視・操作を実施するな
ど、管理の高度化を図っている。

さらに、津波・高潮等による災害
に対して、水門・陸閘等を安全かつ迅速、確実に閉鎖するため、衛星通信等を利用した水門・陸閘等
の自動化、遠隔操作化について、防災・安全交付金により支援している。

（11）公共土木施設の災害復旧等
令和３年の国土交通省所管公共土木施設（河川、砂防、道路、海岸、下水道、公園、港湾等）の被

害は、令和３年７月１日からの大雨や令和３年８月の大雨など、全国的に災害が頻発したことによ
り、約 2,591 億円（9,776 箇所）と報告されている。

これらの自然災害による被害について、被災直後から現地に TEC-FORCE を派遣し、被災調査等
を実施したほか、災害復旧や改良復旧の計画立案を支援するため、本省災害査定官を派遣し、復旧方
針、工法等の技術的助言など、被災自治体への支援を実施した。

また、特に被害が集中した自治体に対し、早期復旧を支援するため、災害復旧の迅速化に向け、
様々な災害査定の効率化（机上査定限度額の引上げ、設計図書の簡素化）を実施した。加えて、大規
模災害発生時における被災地域のより迅速な復旧・復興に備え、災害査定の効率化として実施する内
容をあらかじめ定め、政府の激甚災害指定の見込みが立った時点で速やかに効率化を開始する運用を
平成29年から行っている。令和３年度は、被災地方公共団体から要請のあった道路２路線について、
直轄権限代行による災害復旧事業を実施している。あわせて、環境省と連携し宅地内やまちなかに堆
積した廃棄物や土砂を一括して撤去できるスキームを活用する等、関係機関が緊密に連携することに

水門・陸閘等自動閉鎖システム（岩手県）の
イメージ

資料）岩手県

図表Ⅱ-７-２-14
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より、市町村が行う土砂等の撤去の迅速化が図られた。
これらの他に、令和３年７月１日からの大雨等により被災した地域や事前防災・減災対策を図る必

要の生じた地域等 143 地区において、緊急的かつ機動的に防災・減災対策等強化事業推進費を配分
し、住民等の安全・安心の確保を図っている。

（12）安全・安心のための情報・広報等ソフト対策の推進
安全・安心の確保のために、自然災害を中心として、ハード面に限らずソフト面での対策の取組み

を進めるため、「国土交通省安全・安心のためのソフト対策推進大綱」に基づき、毎年、進捗状況の
点検を行ってきたが、東日本大震災を受けて、ソフトとハードの調和的かつ一体的な検討が必要であ
ることが顕在化したことから、社会資本整備重点計画・国土交通省防災業務計画の見直しを踏まえ、
検討を行っている。

（13）盛土による災害防止に向けた取組み
①盛土による災害防止に向けた必要な対応策の検討

令和３年７月１日からの大雨により、静岡県熱海市の土石流災害をはじめ、全国各地において土砂
災害や浸水被害が発生し、大きな被害をもたらした。このため、政府は、同年７月 30 日に「令和３
年７月１日からの大雨に係る支援策とりまとめ」を策定し、今後起こりうる災害への対応に万全を期
し、被害の発生を最小限に抑えるため、「危険な盛土の総点検を行うとともに、有識者会議・関係省
庁連絡会議を立ち上げ、点検状況等を踏まえ、危険箇所への対応や土地利用規制など安全性を確保す
るために必要な対応策を検討する。」こととした。

これを受け、同年８月 10 日には、関係府省を構成員とした「盛土による災害防止のための関係府
省連絡会議」（以下「関係府省連絡会議」という。）が内閣官房の下に設置され、盛土による災害防止
に向けた対策について議論が行われた。併せて、同年９月 30 日から、民間の有識者を構成員とした

「盛土による災害の防止に関する検討会」（以下「有識者検討会」という。）が内閣府の下で開催され、
各分野の専門的な見地から議論が行われた。

同年 12 月 24 日には、有識者検討会において、危険な盛土箇所に関する対策や、危険な盛土等を
規制するための新たな法制度の創設等が盛り込まれた提言が取りまとめられた（提言の概要は以下の
とおり。）。また、同年 12 月 27 日に、関係府省連絡会議が開催され、有識者検討会の提言に記載さ
れた全ての事項について、関係府省の緊密な連携の下、その施策を速やかに具体化し、盛土による災
害の防止に全力で取り組んでいくこととしている。

②盛土の総点検及び危険箇所への対応
人家等に影響のある盛土について、その実態を把握するとともに、危険と思われる箇所については

早急に対策を講じる必要があることから、令和３年８月11日に、農林水産省、林野庁、国土交通省、
環境省の関係局長等による連名にて、都道府県知事に対し盛土の総点検を依頼し、各都道府県等にお
いて全国的な盛土の総点検が行われた。

これに際して、全国の盛土の点検に資するため、国土地理院は、盛土の可能性がある箇所を推定す
るための参考資料として、作成時期の異なる基盤地図情報数値標高モデルのデータを比較することに
より、一定以上標高に変化のある箇所（標高差＋５ｍ以上）を盛土の可能性のある箇所として抽出
し、関係省庁や地方公共団体に提供した。
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盛土の総点検は、土地利用規制等を所管す
る部署が連携し、全国約 3.6 万箇所（規制区
域の重複含む）を対象に各々の規制区域及び
規制事項の観点から目視による確認を行っ
た。

この点検結果を踏まえ、地方公共団体によ
る安全性把握のための詳細調査を支援するな
ど、関係省庁と連携しながら危険箇所への対
応を行っている。

③危険な盛土等を規制するための新たな法制
度の構築による対応

土地の用途に関わらず全国一律の基準によ
り、人家等に被害を及ぼしうる盛土等の行為
を都道府県知事等の許可の対象とし、安全性
を確保するとともに、土地所有者や盛土等の
行為者の責任の明確化、罰則の強化等の措置
を講ずる「宅地造成等規制法の一部を改正す
る法律案」を令和４年３月に国会に提出し
た。

3  災害に強い交通体系の確保
（１）多重性・代替性の確保等

風水害・土砂災害・地震・津波・噴火・豪雪・原子力災害等が発生した直後から、救命・救助活動
等が迅速に行われ、社会経済活動が機能不全に陥ることなく、また、制御不能な二次災害を発生させ
ないことなどを目指し、高規格道路のミッシングリンクの解消及び暫定２車線区間の４車線化、高規
格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化、災害時の道路閉塞を防ぐ無電
柱化等を推進し、災害に強い道路ネットワークの構築を進め、鉄道・港湾・空港等の施設の耐災化や
緊急輸送体制の確立を図ることにより多重性・代替性を確保するとともに、利用者の安全確保に努め
ている。

（２）道路防災対策
大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、災害に強い国土幹線道路ネットワーク

の構築、レーザープロファイラ等を活用した土砂災害等の危険箇所の把握及び防災対策（斜面・盛土
対策等）、震災対策（耐震補強等）、雪寒対策（防雪施設の整備等）、道路施設への防災機能強化（道
の駅及び SA・PA の防災機能の付加、避難路・避難階段の整備）等を進めるとともに、道路啓開計
画の実効性を高めるため、民間企業等との災害協定の締結や、道路管理者間の協議会による啓開体制
の構築を推進している。また、平成 26 年 11 月の「災害対策基本法」の改正を踏まえ、速やかな道
路啓開に資する、道路管理者による円滑な車両移動のための体制・資機材の整備を推進している。

盛土による災害の防止に関する検討会　
提言概要図表Ⅱ-７-２-15
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第２節　自然災害対策 自然災害対策　第２節

さらに、バイクや自転車、カメラの活用に加え、UAV（無人航空機）による迅速な状況把握や
ETC2.0 等の官民ビッグデータなども活用した「通れるマップ」により関係機関に情報共有・提供を
実施している。

また、近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等につい
て、災害時に防災拠点としての利用以外の禁止・制限等が可能となる防災拠点自動車駐車場の指定制
度の創設や、都道府県が、市町村からの要請により、市町村管理道路の道路啓開・災害復旧を迅速に
代行できる制度を創設する道路法の改正について、令和３年６月に施行した。

このほか、地方公共団体のニーズを踏まえた、津波や洪水による浸水から避難するため、道路の高
架区間等の活用が可能な箇所において、避難階段等の整備を推進している。

なお、東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた地域等において、復興計画に位置付け
られた市街地整備に伴う道路整備や、高速道路ICへのアクセス道路等の整備を推進している。また、
津波被害を軽減するための対策の一つとして、標識柱等へ海抜表示シートを設置し、道路利用者への
海抜情報の提供を推進している。

（３）無電柱化の推進
道路の防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成、観光振興の観点から、令

和３年５月に策定した無電柱化推進計画に基づき、無電柱化を推進した。また、緊急輸送道路や幅員
が著しく狭い歩道等も対象に電柱の新設を禁止する措置を拡大、道路事業等や市街地開発事業等にあ
わせた道路上の電柱の設置抑制、沿道区域における電柱等を設置する場合の届出・勧告制度の運用を
開始するとともに、地方公共団体が実施する無電柱化への重点的な支援を実施した。

（４）各交通機関等における防災対策
鉄道については、旅客会社等が行う落石・雪崩対策等の防災事業や、開通以来 30 年以上が経過す

る青函トンネルについて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う先進導坑や作業坑に
発生している変状への対策等に対し、その費用の一部を助成している。

また、土砂災害等からの鉄軌道の安全確保を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その他の災害等防
止設備等の点検、除雪体制の整備及び災害により列車の運転に支障が生ずるおそれのあるときには当
該路線の監視等の適切な実施など、災害に強く安全な鉄道輸送の確保のために必要な対応を行ってい
る。

さらに、平成 30 年度からの取組みである「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の
更なる加速化・深化を図るため、令和２年 12 月に「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化
対策」がとりまとめられ、河川橋梁の流失・傾斜対策、斜面からの土砂流入防止対策、地下駅・電源
設備等の浸水対策、地震による駅、高架橋等の倒壊・損壊対策を推進するとともに、予防保全に基づ
いた鉄道施設の老朽化対策についても、７年度までの間に集中的に実施することとしている。

被災した鉄道に対する復旧支援については、鉄道軌道整備法に基づく災害復旧事業費補助により、
地震や豪雨などの災害で被災した鉄道の早期復旧を支援している。また、特に大規模な災害で甚大な
被害を受けた鉄道において、事業構造を変更し、公的主体が鉄道施設を保有する場合に、国の支援を

動　画

【動画】
脱・電柱社会 キーワードは低コスト化！
URL：https://www.youtube.com/watch?v=w0sJdcjKIh4
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第３節　建築物の安全性確保 交通分野における安全対策の強化　第４節

手厚くし、復旧を強力に支援している。
港湾については、熊本地震の教訓を踏まえ、非常災害時に港湾管理者からの要請に基づき、国が港

湾施設の管理を行う制度が平成29年６月に創設された。運天港においては、海底火山「福徳岡ノ場」
の噴火による軽石により航路・泊地が埋塞し、離島航路の運航に支障が生じたことから、本制度に基
づき、令和３年 12 月、港湾管理者である沖縄県の要請を受け、運天港の一部の港湾施設を国が管理
し、軽石対策の円滑な実施体制を確保した。また、大規模災害時でも港湾機能を維持するため、関係
機関と連携し、防災訓練の実施や港湾 BCP の改善を図ることや、衛星やドローン、カメラ等を活用
して、港湾における災害関連情報の収集・集積を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復
旧等の体制を構築する等、災害対応力強化に取り組んでいる。

空港については、平成 30 年の台風第 21 号や北海道胆振東部地震、また令和元年房総半島台風に
より空港機能やアクセス機能が喪失し、多くの滞留者が発生したことを踏まえ、このような大規模自
然災害による多様なリスクに対し、アクセス事業者を含めた関係機関が一体となって対応する「統括
的災害マネジメント」の実現による自然災害に強い空港作りを目指している。

そのため、耐震対策や浸水対策等のハード対策に加え、ソフト対策として「統括的災害マネジメン
ト」の考え方を踏まえ、各空港で策定された空港ＢＣＰ（「Ａ２–ＢＣＰ」注14）に基づき、災害時の対
応を行うとともに、訓練の実施等による空港ＢＣＰの実効性強化に取り組んでいる。

（５）円滑な支援物資輸送体制の構築等
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の広域かつ大規模な災害が発生し、物流システムが寸断され

た場合、国民生活や経済活動へ甚大かつ広域的な影響が生じることが想定される。
被災者の生活の維持のためには、必要な支援物資を迅速・確実に届けることが重要であることか

ら、災害時における円滑な支援物資物流を実現するため、引き続き、地方ブロックごとに国、地方公
共団体、物流事業者団体等の関係者が参画する協議会等において、物流専門家の派遣を含む都道府県
と物流事業者団体との災害時協力協定の締結の促進や、平成 30 年度に策定した「ラストマイルにお
ける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック」等の周知、新たな民間物資拠点のリストアップの
促進を行った。

また、令和２年度においては、空港が被災した場合等を想定した代替輸送手段の確立のため、主要
空港が機能不全に陥った場合を想定し、災害時においてもサプライチェーンを維持できるよう、代替
輸送手段の活用等に係る物流関係者間の連携体制の構築に向けた指針を策定した。

建築物の安全性確保第３節
（１）住宅・建築物の生産・供給システムにおける信頼確保

平成 19 年に施行された改正「建築基準法」により、建築確認・検査の厳格化が図られたが、建築
確認手続の停滞が生じ、建築確認件数が大幅に減少するなどの影響があったことなどを踏まえ、建築
確認審査の迅速化・申請図書の簡素化等を図るため、22 年及び 23 年の二度にわたって建築確認手
続等の運用改善を実施した。

注 14		「A２	(Advanced/Airport)-BCP」…空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担
等を明確化した空港の事業継続計画
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第３節　建築物の安全性確保 交通分野における安全対策の強化　第４節

平成 24 年８月には、国土交通大臣が社会資本整備審議会に対し、「今後の基準制度のあり方」に
ついて諮問し、同年９月より同審議会建築分科会に設置された建築基準制度部会において特に見直し
要請の強い項目について優先して検討を進めた。このうち、「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり
方」については、25 年２月に第一次答申を取りまとめ、これに基づき、同年 11 月に改正「建築物
の耐震改修の促進に関する法律」が施行された。
「木造建築関連基準等のあり方」及び「効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方」について

は、同年２月に第二次答申を取りまとめた。これに基づき、平成 27 年６月に「建築基準法の一部を
改正する法律」が施行された。
「建築物・市街地の安全性の確保」、「既存建築ストックの活用」及び「木造建築を巡る多様なニー

ズへの対応」については、平成 30 年２月に第三次答申を取りまとめた。これに基づき、令和元年６
月に「建築基準法の一部を改正する法律」が全面施行された。

また、令和２年３月には、建築物の質の向上や安全・安心を担う建築士を将来にわたって安定的か
つ継続的に確保するため、建築士試験の受験機会を拡大する内容を盛り込んだ「建築士法の一部を改
正する法律」が施行された。

新築住宅に瑕疵が発生した場合にも確実に瑕疵担保責任が履行されるよう、「特定住宅瑕疵担保責
任の履行の確保等に関する法律」に基づき、建設業者等に資力確保（保証金の供託又は瑕疵保険の加
入）を義務付けることとし、消費者への普及啓発等に取り組んでいる。

（２）昇降機や遊戯施設の安全性の確保
昇降機（エレベーター、エスカレーター）や遊戯施設の事故原因究明のための調査並びに地方公共

団体及び地方整備局職員を対象とした安全・事故対策研修を引き続き行うとともに、昇降機の適切な
維持管理に関する指針等の積極的な活用及び既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置の促進等
についての周知を行い、安全性の確保に向けた取組みを進めた。

交通分野における安全対策の強化第４節
安全の確保は交通分野における根本的かつ中心的な課題であり、ひとたび事故が発生した場合には

多大な被害が生じるおそれがあるとともに、社会的影響も大きいことから、事故の発生を未然に防ぐ
ため、各種施策に取り組んでいる。

1  運輸事業者における安全管理体制の構築・改善
「運輸安全マネジメント制度」は、運輸事業者に安全統括管理者の選任と安全管理規程の作成を義

務付け、経営トップのリーダーシップの下、会社全体が一体となった安全管理体制を構築することを
促し、国土交通省が運輸安全マネジメント評価（運輸事業者の取組状況を確認し、必要な助言等を行
うもの）を行う制度であり、JR 西日本福知山線列車脱線事故等の教訓を基に、平成 18 年 10 月に導
入されたものである。

令和３年度においては、運輸安全マネジメント評価を延べ 374 者（鉄道 23 者、自動車 291 者、
海運 52 者、航空８者）に対して実施した。

また、同制度への理解を深めるため、国が運輸事業者を対象に実施する運輸安全マネジメントセミ
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第４節　交通分野における安全対策の強化 交通分野における安全対策の強化　第４節

ナーについては、令和３年度にお
いて 2,249 人が受講した。さらに、
中小事業者に対する同制度の一層の
普及・啓発等を図るため、平成 25
年７月に創設した認定セミナー制度

（民間機関等が実施する運輸安全マ
ネジメントセミナーを国土交通省が
認定する制度）に関しては、令和３
年度において 6,724 人がセミナー
を受講した。

運輸安全マネジメント制度におい
ては、自動車輸送分野における取組
みの一層の展開の必要性、未だ取組
みの途上にある事業者への対応と取
組みの深化を促進する必要性、効果的な評価実施のための国の体制強化の必要性等の課題が存在して
いる。

このため、平成 29 年７月に運輸審議会の答申を踏まえて、令和３年度までにすべての貸切バス事
業者の安全管理体制を確認することとし、同年度において、評価が未実施であった事業者 229 者の
評価を実施し、代表者変更により評価が実施できなかった１者を除く全ての貸切バス事業者への安全
管理体制の確認を完了した。さらに、取組みの深化を図るため、運輸事業者の安全統括管理者や安全
管理部門同士が交流を深める「横の連携」の場として、「安統管フォーラム（安全統括管理者会議）」
を平成 29 年 10 月に創設し、毎年開催している。加えて、運輸事業者における安全文化の構築・定
着、継続的な見直し・改善に向けた取組みを支援することを目的として、国土交通大臣表彰を平成
29 年５月に創設し、運輸安全マネジメントに関する取組みに優れた事業者に対して毎年表彰を行っ
ている。

また、昨今の自然災害の頻発化・激甚化
を受け、運輸安全マネジメント制度の中に
自然災害対応を組み込むことにより運輸事
業者の取組みを促進するため、令和２年７
月、「総力戦で挑む防災・減災プロジェク
ト」の一環として、運輸事業者が防災マネ
ジメントに取り組む際のガイダンスとなる

「運輸防災マネジメント指針」を策定・公
表した。以後の運輸安全マネジメント評価
においては、同指針を活用し、防災マネジ
メントに関する評価を実施している。

加えて、令和３年度には、中小事業者に
おける運輸防災マネジメントへの理解を深
めるため、認定セミナー制度に「防災マネ
ジメントセミナー」を位置付け、申請の

運輸安全マネジメント制度の概要 【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

運輸安全マネジメント制度

国土交通省

① 安全方針の策定・周知 ④ 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用
② 安全重点施策の策定、見直し ⑤ 教育・訓練の実施
③ コミュニケーションの確保 ⑥ 内部監査の実施 等 （全１４項目）

評価
啓発

 各事業法に基づき、①安全統括管理者（役員以上）の選
任、②安全管理規程の作成等の義務付け

 経営トップのリーダーシップの下、自主的な安全管理体制
を構築・運営

 運輸安全マネジメント評価
本省・地方運輸局の評価チームが事業者に

赴き、輸送の安全に関する取組状況を確認し、
継続的改善に向けて評価を実施
 セミナー、シンポジウムの実施

全国各地で中小事業者を中心に普及・啓発を
実施し、事業者の自主的な取組みを促進

運輸安全マネジメント評価 基準策定・保 安 監 査

事業者の経営トップ等経営部門に対するインタビュー
等を通じた、自主的な安全管理体制の構築に対する
支援制度

事業者の現場における業務実施状況のチェックを
通じた事後監督制度

【主な特徴】
【主な特徴】

○事業者の自主的な安全管理体制の構築のため評価・助言
○経営トップの主体的関与の下での自律的な安全管理

体制の構築・改善（スパイラルアップ）を期待
○自律的な取組が継続的に効果を上げているかどうかを評価
○中長期的に効果が発現

○安全に関する法令等基準を策定
○事業者の基準への遵守状況等を確認し、改善命令

○現場における施設や取組内容等の基準等への適合を
意図

○改善命令等による改善
○短期的に効果が発現

相
互
補
完
的
に
密
接
に
作
用

○過去の運輸事業における重大事故の教訓から、各運輸事業者が経営トップのリーダーシップの下、会社全体が一体となった
安全管理体制の構築や安全に関する取組について、ＰＤＣＡサイクルを意識したスパイラルアップを図っていくことが重要。

○このため、陸・海・空の各事業法を改正し、平成18年10月に運輸安全マネジメント制度がスタート。
○これまでに延べ１１,８４１回（令和４年3月末時点）の評価を実施し、運輸事業者の安全性向上に大きく寄与。

運輸安全マネジメント制度の概要運輸安全マネジメント制度の概要

運輸事業者

＜安全管理体制の主な内容＞

1

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-４-１

運輸安全マネジメント制度の今後のあり
方について（運輸審議会平成 29 年７月）

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-４-２



第
７
章　

 

安
全
・
安
心
社
会
の
構
築

Ⅱ

国土交通白書　2022 273

第４節　交通分野における安全対策の強化 交通分野における安全対策の強化　第４節

あったセミナーの認定を行い、民間機関等においてセミナーが実施されている。また、国土交通省と
しても、「運輸防災マネジメント強化キャンペーン」として、セミナー・ワークショップを集中的に
実施した。

これらの取組みを行うなど、運輸安全マネジメント制度の取組みの強化・拡充を図っている。

2  鉄軌道交通における安全対策
鉄軌道交通における運転事故件数は、自動列車停止装置（ATS）等の運転保安設備の整備や踏切

対策の推進等を行ってきた結果、長期的には減少傾向注 15 にあるが、一たび列車の衝突や脱線等が発
生すると、多数の死傷者を生じるおそれがあることから、引き続き安全対策の推進が必要である。

（１）鉄軌道の安全性の向上
過去の事故等を踏まえて、必要な基準を制定するなどの対策を実施し、これを鉄軌道事業者が着実

に実行するよう指導するとともに、保安監査等を通じた実行状況の確認や、監査結果等のフィード
バックによる更なる対策の実施を通じて、鉄軌道の安全性の向上を促している。

また、鉄軌道事業者に対し、計画的に保安監査を実施するほか、重大な事故、同種トラブル等の発
生を契機に臨時に保安監査を実施するなど、メリハリの効いた効果的な保安監査を実施することによ
り、保安監査の充実を図っている。

（２）踏切対策の推進
都市部を中心とした「開かずの踏

切」注16等は、踏切事故や慢性的な交
通渋滞等の原因となり、早急な対策
が求められている。このため、道路
管理者と鉄道事業者が連携し、「踏
切道改良促進法」及び「第 11 次交
通安全基本計画」に基づき、立体交
差化、構造改良、横断歩道橋等の歩
行者等立体横断施設の整備、踏切遮
断機等の踏切保安設備の整備等によ
り踏切事故の防止に努めている。

令和３年度は、改正された「踏切
道改良促進法」に基づき、改良すべ
き踏切道として、新たに 156 箇所
を指定した。指定した踏切道をはじめ、課題のある踏切道については、地方踏切道改良協議会を適宜
開催し、道路管理者と鉄道事業者が、地域の実情に応じた踏切対策の一層の推進を図った。

また、新たに創設された災害時の管理方法の指定制度に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき

注 15	 JR 西日本福知山線列車脱線事故があった平成 17年度など、甚大な人的被害を生じた運転事故があった年度の死傷者数
は多くなっている。

注 16	列車の運行本数が多い時間帯において、踏切遮断時間が 40分／時以上となる踏切

鉄軌道交通における運転事故件数及び死傷者数の
推移運転事故件数の推移

451

430

392

366

343

360

328

349

336

311

313

350

330

324

444

319

333

315

317
353

314

295

276

287

286 307 278 252 254 236

1,423

893

709

492
489 444

619

365

415 375 511
376

364
398

953

473

394 392

417

357

466

451
455

420
339

337

277 283
358

180

1,241

1,154
1,180

1,073

1,046

1,003
964

939

927 934
881 843 833

847 857 849
892

849 851872 867

811 790
758 727

715 670
638 615

483

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2
（年度）

負傷者数（人）

死亡者数（人）

件数（件）

図表Ⅱ-７-４-３
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踏切道として 181 箇所を指定した。指定した踏切道については、道路管理者と鉄道事業者が、災害
時に長時間遮断が生じないよう、連絡体制や優先開放の手順等の管理方法の策定に向けた協議を行
い、取組みを推進した。さらに、道路管理者と鉄道事業者が連携して作成・公表している「踏切安全
通行カルテ」を更新し、踏切対策の「見える化」を進めた。

令和４年度は、引き続き、改良すべき踏切道を国土交通大臣が機動的に指定し、立体交差化や踏切
周辺道路の整備、踏切保安設備の整備などの総合的かつ一体的な対策を推進する。また、災害時の管
理の方法を定めるべき踏切道として、法指定を進めるとともに、指定された踏切道における管理の方
法の策定を目指し、災害時の適確な管理の促進を図る。併せて、改良後の踏切対策の評価により、着
実なフォローアップを実施する。

（３）ホームドアの整備促進
視覚障害者等をはじめとしたすべての駅利用者の安全性向上を図ることを目的に、ホームからの転

落等を防止するホームドアの整備を促進しており、「交通政策基本計画」（平成 27 年２月）において
定められた、令和２年度までに約 800 駅に整備するという目標に対して、２年度末時点で 943 駅に
整備され、目標は達成された。３年度以降については、きめ細かな進捗をフォローするため、番線単
位の数値目標とし、具体的には、２年12月に改正された「移動等の円滑化の促進に関する基本方針」
において、駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エリアの状況などを勘案し、優先度が高いホームで
の整備を加速化することを目指し、７年度までに、駅全体で 3,000 番線、うち平均利用者数が 10 万
人 / 日以上の駅で 800 番線を整備することとしている。

また、内方線付き点状ブロックの整備促進等ハード面の対策、視覚障害者等への声かけの推進等ソ
フト面の対策、ホームドアのない駅における新技術等を活用した視覚障害者の安全対策の検討にも取
り組んでいる。

ホームドア 内方線付き点状ブロック

資料）国土交通省 資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-４-４ 図表Ⅱ-７-４-５

　　

（４）鉄道施設の戦略的な維持管理・更新
鉄道の橋梁やトンネル等については、法定耐用年数を超えるものも多く、老朽化が進んでおり、こ

れらの鉄道施設を適切に維持管理することが課題となっている。鉄道利用者の安全確保及び鉄道の安
全・安定輸送の確保を図るため、地域の人口減少が進み経営環境が厳しさを増す地方の鉄道事業者に
対して、鉄道事業の継続性等を確認した上で、将来的な維持管理費用を低減し長寿命化に資する鉄道
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施設の改良・補強を支援している。

3  海上交通における安全対策
我が国の周辺海域では、毎年 2,000 隻弱の船舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発生す

ると、尊い人命や財産が失われるばかりでなく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大な影響を及
ぼす可能性があるため、更なる安全対策の推進が必要である。

（１）船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保
①船舶の安全性の向上

船舶の安全に関しては、国際海事機関（IMO）を中心に国際的な基準が定められており、我が国
は IMO における議論に積極的に参画している。

我が国で航行する船舶の安全を確保するため、日本籍船に対する船舶検査を実施し、国際基準等へ
の適合性を確認している。また、コロナ禍を踏まえ、IT を利用した遠隔検査を推進する等、引き続
き船舶検査手続き等の非接触化に努めている。

ヒューマンエラーの防止等による海上安全の向上等が期待される自動運航船の令和７年（2025
年）までの実用化に向け、自動運航船の設計、自動化システムの搭載、運航の各段階で安全上留意す
べき事項等をまとめた「自動運航船の安全ガイドライン」を令和４年２月に策定した。

また、IMO における自動運航船に係る国際ルールの検討に関し、令和３年５月には、我が国が中
心となって進めた現行基準の改正の要否等に関する検討が完了し、現在、国際ルールの策定に向け
た具体的な検討が進められているところ、引き続き、我が国が実施した実証事業の成果等も活用し、
IMO における議論をリードしていく。

船員の労働条件・労働環境の適正な確保、航行の安全確保等を図るため、運航労務監理官による船
舶又は事業場への立入検査を実施し、関係法令の遵守状況等の確認を行っている。立入検査の結果、
関係法令に違反していることが判明した事業者等に対しては、再発防止のため、法令に基づく処分や
指導等を行っている。

また、小型船舶の安全対策のため、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、酒酔い操縦の禁止、
危険操縦の禁止及びライフジャケットの着用義務等を義務づけており、これらについて、小型船舶乗
船者を中心に規制内容の説明やリーフレットの配布を行う等、関係省庁、団体と連携して周知・啓発
を図っている。

②船舶航行の安全確保
STCW 条約注 17 に準拠した「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づき、船舶職員の資格を定め

るとともに、小型船舶操縦者の資格及び遵守事項について定め、人的な面から船舶航行の安全を確保
している。また、海難全体の約８割を占める小型船舶の事故隻数減少を目的として、遵守事項の周知
徹底を図り、違反者への再教育講習を行っている。

また、「水先法」に基づき、水先人の資格を定め、船舶交通の安全を確保しており、水先業務の安

注 17		昭和 53年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約。海上における人命及び財産の安全を増進す
ること並びに海洋環境の保護を促進することを目的として、船員の訓練及び資格証明等について定められている。
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定的な提供や人材の確保・育成に向けた施策を推進している。
海難審判所では、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦士及び水

先人等に対して「海難審判法」に基づく調査、審判を実施しており、令和３年には 259 件の裁決を
行い、海技士、小型船舶操縦士及び水先人等計 335 名に対する業務停止（１箇月から２箇月）及び
戒告の懲戒を行うなど、海難の発生防止に努めている。

平成 15 年以来、おおむね５年間に取組むべき船舶交通安全政策の方向性と具体的施策を「交通ビ
ジョン」として位置づけており、30 年４月に新たな「第４次交通ビジョン」を策定し、より広く海
上安全を確保するための各種施策を推進している。

令和３年における船舶事故の特徴として、船舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物船の
順で船舶事故隻数が多く、プレジャーボートの船舶事故隻数は５割以上を占めている。また、プレ
ジャーボートの船舶事故について海難種類別でみると、運航不能（機関故障）が最も多く発生してお
り、船舶事故全体の１割以上を占めている。

海上保安庁では、海事局等と連携し海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて、リーフ
レットを活用した定期的な点検整備の実施を呼び掛けた。

近年、カヌー、SUP（スタンドアップパドルボード）、ミニボート等のウォーターアクティビティ
が盛んになっており、海上活動が多様化・活発化している状況を踏まえ、関係機関と連携し、ユー
ザーに対する現場指導を実施しているほか、販売店等とも連携協力し安全対策に係る周知啓発活動を
実施した。

また、各ウォーターアクティビティを安全に安心して楽しむために必要な知識及び技術等を総合安
全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」に取りまとめて公表し、利用者への周知啓発を図っ
た。

加えて、海難を防止することを目的として、プレジャーボートや漁船等の操縦者、海水浴や釣りの
マリンレジャー愛好者等に対して、ミサイル発射や港内における避難勧告等に関する緊急情報、海上
工事や海上行事等に関する海上安全情報、気象庁が発表する気象警報・注意報、全国各地の灯台等で
観測した気象現況（風向、風速、気圧及び波高）、海上模様が把握できるライブカメラ映像等を「海
の安全情報」として提供し、緊急情報、気象警報・注意報及び気象現況については、事前に登録され
たメールアドレスに配信している。

東京湾海上交通センターの体制強化については、平成 30 年１月に、東京湾海上交通センターにお
いて、非常災害時における船舶の円滑な避難及び平時における効率的な運航を実現するため、東京湾
の海上交通管制一元化を図り、さらに、大阪湾海上交通センターにおいて、大阪湾北部海域の監視体
制強化のため、レーダー施設等の整備を進めており、令和４年度以降の運用開始を予定している。
「海上交通安全法等の一部を改正する法律」が公布、施行され、船舶に対する湾外等の安全な海域

への避難を勧告・命令する制度、バーチャル AIS 航路標識の緊急表示制度などの異常気象時におけ
る走錨等に起因する事故防止のための制度を創設し、関係法令に基づく指導や情報提供等を的確に行
うことで、船舶交通の安全確保に努めている。加えて、走錨対策の一環として、船員が錨泊予定地に
おける自船の走錨リスクを判定し、リスクに応じた走錨対策（錨泊地や錨泊方法の変更等）の実施を
促すスマートフォン等向けのアプリである「走錨リスク判定システム」を開発し、令和３年７月に無
料公開するとともに、業界団体等とも協力のうえ普及促進を図った。

海図については、電子海図情報表示装置（ECDIS）の普及に伴い、重要性の増した電子海図の更
なる充実を図っている。また、外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図等
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を刊行しており、令和３年度は、流通・エネルギー拠点の港湾としての役割が期待されている石狩湾
港の海図を、新たな測量成果を取り入れ包含区域を拡大して更新するなど、情報の整備を実施した。

また、水路通報・航行警報はもとより、気象海象や船舶通航量等の様々な情報を提供する海洋状況
表示システム（海しる）の運用を平成 31 年４月から開始し、船舶航行の安全確保に資する様々な情
報を提供した。

また、狭水道における船舶の安全性や運航の効率性の向上のため、来島海峡において、面的なシ
ミュレーションによる潮流情報をインターネットで提供している。

航路標識については、海水の浸入を遮断する対策及び電源喪失時における予備電源設備の整備な
ど、船舶交通の環境及びニーズに応じた効果的かつ効率的な整備を行っており、令和元年度に 455
箇所の改良・改修を実施した。

さらに、国立研究開発法人海上技術安全研究所に設置した「海難事故解析センター」において、事
故解析に関する高度な専門的分析や重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行うととも
に、再発防止対策の立案等への支援を行っている。

我が国にとって輸入原油の９割以上が通航する極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガ
ポール海峡については、船舶の航行安全確保が重要であり、沿岸国及び利用国による「協力メカニズ
ム」 注 18 の下、我が国として航
行援助施設基金注 19 への資金拠
出等の協力を行っている。これ
に加え、我が国と沿岸３国（イ
ンドネシア、マレーシア及び
シンガポール）において、日
ASEAN 統合基金事業（JAIF）
として承認された同海峡の水路
測量調査に協力するため、我が
国としても、海事関係団体から
の専門家派遣による技術協力等
を行っている。今後も官民連携
して同海峡の航行安全・環境保
全対策に積極的に協力してい
く。

注 18		国連海洋法条約第 43条に基づき沿岸国と海峡利用国の協力を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プロ
ジェクト調整委員会及び航行援助施設基金委員会の３要素で構成されている。

注 19	 マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設
された基金

レーダー新設等による大阪湾北部海域の監視体制強化図表Ⅱ-７-４-６
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近年の台風等の異常気象が頻発化・激甚化する状況を
踏まえ、更なる事故防止対策の強化のため、「海上交通
安全法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第 53
号）が令和３年に公布、施行され、
・�一定の大型船を対象とする湾外避難、湾内の錨泊制
限などを勧告・命令する制度
・�湾外避難等の円滑な実施に関する必要な協議を行う

ための協議会を設置する制度
・�AIS 信号所からAIS 搭載船舶のレーダー画面などに
バーチャルAIS 航路標識を緊急表示させる制度等を
創設しました。
これまで講じてきた対策に加え、新たな制度を適切に

運用することにより、船舶交通の安全確保に努めていき
ます。

【関連リンク】
走錨事故防止ポータルサイト
URL：https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html

（２）乗船者の安全対策の推進
乗船者の事故における死者・行方不明者のうち約 44％は海中転落によるものである。転落後に生

還するためには、まず海に浮いていること、その上で速やかに救助要請を行うことが必要である。小
型船舶（漁船・プレジャーボート等）からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライフジャケット非
着用者が着用者の約６倍と高く、ライフジャケットの着用が海中転落事故からの生還に大きく寄与し
ていることがわかる。また、通報時に携帯電話の GPS 機能を「ON」にしていることで、緊急通報
位置情報システムにより遭難位置を早期に把握することができ、救助に要する時間の短縮につなが
る。

このため、海上保安庁では、思わぬ事故から命を守るために必要な①ライフジャケットの常時着
用、②防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保、③海上保安庁への緊急通報用電話番号「118
番」や「NET118」注 20 の有効活用といった「自己救命策３つの基本」のほか「家族や友人・関係者

注 20		聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により、海上保安庁への緊急時の通報
が可能となるサービス。

異常気象時における走錨等に起因する事故防止対策についてColumnコラム
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への目的地等の連絡」について講習会や巡回時、メディア等の手段を通して周知・啓発を行ってい
る。

（３）救助・救急体制の強化
海上保安庁では、迅速かつ的確な救助・救急活動を行うため、緊急通報用電話番号「118 番」の

運用を行っているほか、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度（GMDSS）」により、24
時間体制で海難情報の受付を行うなど、事故発生情報の早期把握に努めている。また、海上において
発生した海難や人身事故に適切に対応するため、特殊救難隊、機動救難士、潜水士等の救助技術・能
力の向上を図るとともに、救急救命士及び救急員が実施する救急救命処置等の質を医学的・管理的観
点から保障するメディカルコントロール体制の構築、巡視船艇・航空機の高機能化、関係省庁、地方
公共団体、民間救助団体等との連携を推進するなど、救助・救急体制の充実・強化を図っている。

4  航空交通における安全対策
（１）航空の安全対策の強化
①航空安全プログラム（SSP）

航空局は、国際民間航空条約第
19 附属書に従い、民間航空の安全
に関する目標とその達成のために講
ずべき対策等を定めた航空安全プロ
グラム（SSP）を平成 26 年４月か
ら実施している。さらに今後５年程
度に実施するべき安全施策の方向性
を整理した「航空安全行政の中期的
方向性」（27 年度策定）を令和３年
度に改正し、予防的対策に資する新
たな安全指標の導入を検討すること
等を追加したところである。

また、報告が義務づけられていな
い航空の安全情報を更に収集し、安
全の向上に役立てるため、平成 26
年７月より航空安全情報自発報告
制度（VOICES）を運用しており、
空港の運用改善等に向けた提言が得
られている。新型コロナウイルス感
染症による減便の影響もあり、令和３年の報告数は前年より３％程減少したが、引き続き安全情報の
重要性の啓蒙を通じ、制度の更なる活用を図るとともに、得られた提言を活用して安全の向上を図る
こととしている。

国内航空会社の事故件数及び発生率
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図表Ⅱ-７-４-７
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②航空輸送安全対策
特定本邦航空運送事業者注 21 において、乗客の死亡事故は昭和 61 年以降発生していないが、安全

上のトラブルに適切に対応するため、航空会社等における安全管理体制の強化を図り、予防的安全対
策を推進するとともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを含む厳正かつ
体系的な立入監査を的確に実施している。また、外国航空会社の乗り入れの増加等を踏まえ、我が国
に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化してきたところである。

航空機からの落下物対策については、平成29年９月に落下物事案が続けて発生したことを踏まえ、
30 年３月に「落下物対策総合パッケージ」を策定した。同パッケージに基づき、同年９月に「落下
物防止対策基準」を策定し、本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れる外国航空会社にも対策の実
施を義務付けており、本邦航空会社は 31 年１月から、外国航空会社は同年３月から適用している。
また、29 年 11 月より、国際線が多く就航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発生した場合、
外国航空会社を含む全ての航空会社等から報告を求めている。報告された部品欠落情報については、
原因究明の結果等を踏まえて国として航空会社への情報共有や指示、必要に応じて落下物防止対策基
準への対策追加等を実施しており、再発防止に活用している。引き続き、「落下物対策総合パッケー
ジ」に盛り込まれた対策を関係者とともに着実かつ強力に実施していく。

平成 30 年 10 月末以降航空従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ、31
年１月から令和元年７月にかけて厳格な飲酒基準を策定し、こうした基準が適切に遵守されるよう、
監査等を通じて指導・監督を実施してきたところである。３年度においては、客室乗務員による飲酒
検査の不正事案が発生したことを踏まえ、国内航空会社に対し、飲酒検査体制の強化、アルコール教
育の適切な実施（効果測定含む。）及び組織的な飲酒傾向の把握等が図られるよう、指導・監督を実
施している。

③国産航空機の安全性審査
国土交通省では、設計・製造国政府としての責任を果たすべく、審査職員の能力維持・向上を図る

とともに、米国・欧州の航空当局との密接な連携等により、国産航空機の安全・環境基準への適合性
の審査を適切かつ円滑に取り組んだ。また、国と航空機メーカーとが連携して安全運航維持のための
措置を講ずることを盛り込んだ「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」が令和元
年６月に成立したことを踏まえ、関連通達の整備を行った。

④無人航空機の安全対策
「航空法」（昭和 27 年法律第 231 号）において、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に加え、

飛行禁止空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行の場合の許可・承認などの基本的な
ルールが定められている。また、無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じ
た無人航空機の飛行の更なる安全性向上を図るため、令和２年６月に公布された改正航空法により無
人航空機の登録制度が導入された。本改正により、令和４年６月から無人航空機の登録が義務化さ
れ、未登録の無人航空機の飛行は認められなくなる。さらに、令和４年度の有人地帯（第三者上空）
での目視外補助者なし飛行（レベル４飛行）の実現に向け、機体認証制度や操縦者技能証明制度の導

注 21		客席数が 100又は最大離陸重量が５万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事
業者のこと
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入を柱とする航空法等の一部を改正する法律が令和３年の通常国会で成立し、同年６月に公布されて
いる。

⑤小型航空機の安全対策
小型航空機については、これまでも操縦士に対し定期的な技能審査を義務付ける制度を導入する

（平成 26 年）などの取組みを進めてきたが、東京都調布市における住宅への墜落事故など、近年、
事故が頻発しており、更なる安全確保に向けた抜本的な対策が必要である。

このため、国土交通省では、全国主要空港における安全講習会の開催などの追加対策を講じるとと
もに、平成 28 年 12 月に立ち上げた「小型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に開催し、有
識者や関係団体等の意見を踏まえながら今後の小型航空機の安全対策の構築に係る調査・検討を進め
ている。具体的には、定期的な安全啓発メールマガジンの配信、SNS を活用した安全情報・安全啓
発動画の配信、航空安全情報ポータルの設立などの注意喚起・安全啓発のための情報発信強化を図っ
ている。また、小型航空機用に開発・販売されている簡易型飛行記録装置（FDM）に係る実証実験
を平成 30 年度より開始しているが、令和元年度からその対象機に自家用機等を追加し、当該機器に
よる事故調査、訓練・審査、リスク分析等への活用策の検討・調査を加速している。さらには、操縦
士に対する定期的な技能審査制度の実効性向上を図るため、標準的チェックリストの策定や操縦技能
審査員に対する指導・監督の強化などを進めている。

その他、超軽量動力機、ハング・パラグライダー、滑空機、熱気球等のスカイレジャーの愛好者に
対し、関係団体等を通じた安全教育の充実、航空安全に係る情報提供等の安全対策を行っている。

（２）安全な航空交通のための航空保安システムの構築
航空機の安全運航及び定時運航を図り、かつ管制業務等の円滑な実施を支援するため、旧来のシス

テムを統合した新たな管制情報処理システムを平成 27 年度から順次導入してきたところ、令和３年
度の高松空港、高知空港、石垣空港、宮古空港及び下地島空港への導入により同システムの整備を完
了した。

5  航空、鉄道、船舶事故等における原因究明と事故等防止
運輸安全委員会の調査対象となる事故等は、令和３年度中、航空 24 件、鉄道 15 件、船舶 849 件

発生しており、原因究明と事故等防止・被害軽減等を目的とした調査を行っている。
令和３年度に調査を終えた航空事故等については、平成 31 年４月に山形空港で離陸滑走を開始し

た際、進行方向が左に偏向して滑走路を逸脱した重大インシデントについての調査報告書を令和３年
10 月に公表するなど、20 件の調査報告書を公表した。

鉄道事故等については、令和２年６月に東京都葛飾区で台車に亀裂が発生した影響で、車輪の荷重
バランスが崩れ、車輪がレールに乗り上がり脱線した事故についての調査報告書を４年３月に公表す
るなど、11 件の調査報告書を公表した。

船舶事故等については、令和元年５月に濃霧により視界が制限された状況下、千葉県銚子市犬吠埼
南方沖で貨物船同士が衝突し、一方が沈没して乗組員４名が死亡した事故についての調査報告書を３
年 12 月に公表するなど、847 件の調査報告書を公表した。

また、運輸安全委員会は事故等防止に関する普及啓発活動の一環として、船舶事故等については、
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多発海域や事故等の調査結果を電子
地図に表示し検索できる「船舶事故
ハザードマップ」及びスマートフォ
ン等に対応した「船舶事故ハザード
マップ・モバイル版」のほか、機関
故障の部位・部品から調査報告書を
検索できる「機関故障検索システム

（ETSS）」を、鉄道事故等について
は、踏切事故防止対策に関する情報
をまとめた「踏切事故を起こさない
ために」を運輸安全委員会ホーム
ページに公開している。令和３年４
月には、ETSS に加えて、小型船舶
操縦者向けに「小型船舶機関故障検
索システム」を新たに公開した。

令和３年６月に公布された航空法
等の一部を改正する法律（令和３年
法律第 65 号）により運輸安全委員会設置法（昭和 48 年法律第 113 号）が改正され、運輸安全委員
会の調査対象に無人航空機の事故等が新たに加わることとなったことに伴い、専門知識を有する人材
を調査官に採用するなど体制の整備を進めた。

令和４年４月 23 日、北海道知床沖で乗員乗客 26 名を乗せた遊覧船が沈没するという痛ましい海
難事故が発生した。事故直後より、国土交通省本省に加え、現地においても事故対策本部を設置し、
対応にあたっている。また、運輸安全委員会が事故原因の調査を行うとともに、公共交通事故被害者
支援室において相談窓口を開設するなど被害者家族への支援を丁寧に実施している。

本事故を受け、海上保安庁の救助・救急体制の強化を図るとともに、同年４月 28 日に国土交通省
に設置した「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、小型船舶を使用する旅客輸送における安全
対策を法的規制のあり方も含め、総合的に検討し、検討結果を踏まえ、必要な対応を図っていくこと
としている。（令和４年５月末現在）

6  公共交通における事故による被害者・家族等への支援
公共交通事故による被害者等への支援を図るため、平成 24 年４月に公共交通事故被害者支援室を

設置し、被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介などを行うこ
ととしている。

令和３年度においても、公共交通事故発生時には、被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者
等からの相談を聞き取って適切な機関を紹介し、平時には、支援に当たる職員に対する教育訓練の実
施、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交
通事業者による被害者等支援計画の策定の働きかけ等を行った。

平成 28 年１月に発生した軽井沢スキーバス事故について、継続的に遺族会との意見交換会を開催
するなどの対応を実施した。

船舶事故ハザードマップ・モバイル版

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-４-８
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7  道路交通における安全対策
令和３年の交通事故死者数は、昭

和 45 年のピーク時の 16,765 人か
ら 2,636 人（対前年比 203 人減）
まで減少し、警察庁が保有する昭和
23 年からの統計で、戦後最少を更
新した。しかし、交通事故死者の約
半数が歩行中・自転車乗用中で、そ
のうち約半数が自宅から 500m 以
内の身近な場所で発生するなど依然
として厳しい状況である。このた
め、更なる交通事故の削減を目指
し、警察庁等と連携して各種対策を
実施している。

（１）道路の交通安全対策
①ビッグデータを活用した幹線道路・生活道路の交通安全対策の推進

道路の機能分化を推進することで自動車交通を安全性の高い高速道路等へ転換させるとともに、交
通事故死者数の約６割を占めている幹線道路については、安全性を一層高めるために都道府県公安委
員会と連携した「事故危険箇所」の対策や「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」により、
効果的・効率的に事故対策を推進している。

一方、幹線道路に比べて死傷事故件数の減少割合が小さい生活道路については、車両の速度抑制
や通過交通進入抑制による安全な歩行空間の確保等を目的として、警察庁と国土交通省は、「ゾーン
30 プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとした。
ETC2.0 等のビッグデータを活用し急減速や速度超過等の潜在的な危険箇所を特定するなど警察と道
路管理者は、検討段階から緊密に連携して、最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制と物理的デバ
イスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン 30 プラス」として設定
し、人優先の安全・安心な通行空間の確保に向けた取組みを実施するとともに、エリア進入部におけ
るハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策や外周幹線道路の交通を円滑化す
るための交差点改良を推進している。また、自転車対歩行者の事故件数が過去 10 年でほぼ横ばいに
とどまっている状況であり、車道通行を基本とする自転車と歩行者が分離された形態での整備を推進
している。

②通学路の交通安全対策の推進
通学路については、平成 24 年４月に相次いだ集団登校中の児童等の事故を受け、学校や教育委員

会、警察等と連携した「通学路緊急合同点検」を実施しており、その結果に基づく対策への支援を重
点的に実施している。

さらに、継続的な通学路の安全確保のため、市町村ごとの「通学路交通安全プログラム」の策定な
どにより、定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組みを推進している。

交通事故件数及び死傷者数等の推移

16,765人
（昭和45）過去最多 1,191,053人

（平成16）過去最多

952,720件
（平成16）過去最多

2,636人
（令和3）過去最少
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（令和3）
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また、令和３年６月に発生した下校中の小学生の交通事故を受け、「通学路合同点検」を実施する
とともに、この結果を踏まえ、学校、警察、道路管理者等の関係者が連携し、ハード・ソフトの両面
から必要な対策を推進している。なお、通学路合同点検の結果、抽出された対策必要箇所における交
通安全対策事業への支援を重点的に実施している。

③未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全対策の推進
「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」（令和元年６月 18 日関係閣僚会議決定）に基づ

き行われた緊急安全点検の結果を踏まえた交通安全対策事業への支援を重点的に実施している。

④高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組み
令和元年９月に策定した「高速道路における安全・安心基本計画」等を踏まえ、利用者視点のも

と、新技術等を活用しつつ、高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組みを計画的に推
進していく。

具体的には、暫定２車線区間における走行性や安全性の課題を効率的に解消するため、時間信頼性
の確保や事故防止、ネットワークの代替性確保の観点から選定した優先整備区間の中から財源確保状
況も踏まえ、計画的に４車線化等を実施していく。また、正面衝突事故防止対策について、土工部及
び中小橋は令和４年度内にワイヤロープの設置を概成、長大橋及びトンネル区間は令和３年度から新
技術を実道へ試行設置するなど対策を推進していく。

また、世界一安全な高速道路の実現を目指し、事故多発地点での集中的な対策に取り組むだけでな
く、高速道路での逆走事故対策として、引き続き、一般道側からの誤進入対策、行き先を間違えた車
に対する安全・適切な誘導や逆走対策技術の展開を推進する。また、画像認識用標識を用いた路車連
携技術による逆走対策の実用化を推進する。

さらに、災害時の通行止め時間の最小化によるネットワークの信頼性の飛躍的向上を実現するた
め、現下の低金利状況を活かし、財政投融資を活用して、橋梁の耐震強化対策を加速するとともに、
土壌雨量指数等を考慮した新たな通行規制基準の導入を推進する。

休憩施設の不足解消や使いやすさの改善に向けた取組みとして、休憩施設の駐車マス数の拡充に加
え、普通車・大型車双方で利用可能な兼用マスの設定、高速道路外の休憩施設への一時退出を可能と
するサービスや、駐車場予約システム等の活用を推進する。

（２）安全で安心な道路サービスを提供する計画的な道路施設の管理
全国には道路橋が約 73 万橋、道路トンネルが約１万本存在し、高度経済成長期に集中的に整備し

た橋梁やトンネルは、今後急速に高齢化を迎える。
こうした状況を踏まえ、平成 26 年より、全国の橋やトンネルなどについて、国が定める統一的な

基準により、５年に１度の頻度で点検を行っている。
橋梁、トンネル等の一巡目点検が平成 30 年度末に概ね完了し、橋梁では次回点検までに措置を講

ずべきものが全国に約７万橋存在する。このうち、地方公共団体管理の橋梁では修繕が完了したもの
が約 35％に留まることを踏まえ、「道路メンテナンス事業補助制度」により計画的かつ集中的に支援
している。

今後、地方公共団体が計画的に措置ができるよう、具体的な対策内容を盛り込んだ長寿命化修繕計
画の策定・公表を促すとともに、直轄診断・修繕代行による支援、地域単位での一括発注の実施、修
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繕に係る研修の充実等、技術的にも支援していく。さらに、高速道路の老朽化に対応するため、大規
模更新・修繕事業を計画的に進めているほか、跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あら
かじめ鉄道事業者等との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法を定め、第三者被害の予防及び鉄
道の安全性確保等に取り組んでいる。

その他、占用物件の損壊による道路構造や交通への支障を防ぐため、平成 30 年３月の道路法改正
により、道路占用者の維持管理義務を明確化し、道路占用者において物件の維持管理が適切になされ
るよう取組みを実施しているほか、道路の老朽化に著しい影響を与える過積載を防止するため、違反
車両の荷主を特定するための仕組みを 31 年４月から導入し、基地取締時に聴取した荷主情報を自動
車部局へ提供する取組みを実施している。

（３）関越道高速ツアーバス事故を受けた対策の着実な実施
平成 24 年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、25 年４月に「高速・貸切バス安

全・安心回復プラン」を策定し、25・26 年の２年間にわたり、高速ツアーバスの新高速乗合バスへ
の移行・一本化や交替運転者の配置基準の設定等の措置を実施した。引き続き、街頭監査の実施や継
続的に監視すべき事業者の把握など本プランの各措置の実効性を確保し、バス事業の安全性向上・信
頼の回復に向けた取組みを推進していく。

（４）軽井沢スキーバス事故を受けた対策の着実な実施
平成 28 年１月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさ

ないよう、同年６月に取りまとめた 85 項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための
総合的な対策」を着実に実施しており、対策については「軽井沢スキーバス事故対策フォローアップ
会議」でフォローアップを行っている。

（５）事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進
平成 29 年に策定した「事業用自動車総合安全プラン 2020」に代わる新たなプランとして、「事業

用自動車総合安全プラン 2025」を令和３年３月に策定し、令和７年までの事業用自動車の事故によ
る死者数を 225 人以下、重傷者数 2,120 人以下、事故件数を 16,500 件以下、飲酒運転を０件とす
る新たな事故削減目標の設定を行い、その達成に向けた各種取組みを進めている。

①業態毎の事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策
輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態毎の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防

止の取組みについて評価し、更なる事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う等、フォローアップ
を実施している。

②運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確立
平成 18 年 10 月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により、事業者が社内一丸となった

安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を、令和２年
度は自動車運送事業者 365 者に対して実施した。特に、平成 29 年７月の運輸審議会の答申を踏ま
え、令和３年度までに全ての事業者の運輸安全マネジメント評価を行うとした貸切バス事業者につい
ては、２年度には 327 者に対して実施した。
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③自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底
自動車運送事業者における関係法令の遵守及び適切な運行管理等の徹底を図るため、悪質違反を犯

した事業者や重大事故を引き起こした事業者等に対する監査の徹底及び法令違反が疑われる事業者に
対する重点的かつ優先的な監査を実施している。

また、平成 28 年 11 月より、事故を惹起するおそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備えた
「事業用自動車総合安全情報システム」の運用を開始した。

さらに、貸切バスについては、軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめた総合的対策に基づき、
法令違反を早期に是正させる仕組みの導入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業者を退出させ
るなどの措置を、同年 12 月より実施するとともに、平成 29 年８月より、民間の調査員が一般の利
用者として実際に運行する貸切バスに乗車し、休憩時間の確保などの法令遵守状況の調査を行う「覆
面添乗調査」を実施している。

④飲酒運転等の根絶
事業用自動車の運転者による酒気帯び運転や覚醒剤、危険ドラッグ等薬物使用運転の根絶を図るた

め、点呼時のアルコール検知器を使用した確認の徹底や、薬物に関する正しい知識や使用禁止につい
て、運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運動、年末年始の輸
送等安全総点検なども活用し、機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指導を行っている。

また、事業用自動車事故調査委員会における提言を踏まえ、令和元年８月に、運行経路にフェリー
を組み入れているトラック事業者に対し、フェリー乗船中の運転者の休息方法を改めて点検するなど
により、輸送の安全に万全を期すよう周知徹底を行った。

⑤ IT・新技術を活用した安全対策の推進
自動車運送事業者における交通事故防止

のための取組みを支援する観点から、デジ
タル式運行記録計等の運行管理の高度化に
資する機器の導入や、過労運転防止のため
の先進的な取組み等に対し支援を行ってい
る。

⑥ 事業用自動車の事故調査委員会の提案を
踏まえた対策

「事業用自動車事故調査委員会」におい
て、社会的影響の大きな事業用自動車の重
大事故について、より高度かつ複合的な事
故要因の調査分析を行っているところであ
り、平成 28 年１月 15 日に長野県北佐久
郡軽井沢町で発生した、貸切バスの転落事
故などの特別重要調査対象事案等につい
て、令和２年３月までに 40 件の報告書を
公表した。

事故調査報告書

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-４-10
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⑦運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進
睡眠呼吸障害、脳疾患、心臓疾患等の主要疾病の早期発見に有効と考えられるスクリーニング検査

を普及させるための検討に必要となる、事業者における同検査の普及状況や課題等を把握するため、
同検査の実施状況等についてのアンケート調査を行っているほか、事業者の運転者に実際にスクリー
ニング検査を受診してもらい、受診後の運転者に対する事業者の対応等を調査するモデル事業を実施
している。また、各種スクリーニング検査の受診促進のため、「事業用自動車健康起因事故対策協議
会」において「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」をとりまとめ、平成 30 年
２月に公表し、令和元年７月には、「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドラ
イン」をとりまとめ、公表した。

⑧国際海上コンテナの陸上運送の安全対策
国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を充実させるため、平成 25 年６月に新たな「国際海上コ

ンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等を策定し、地方での関係者会議や関係業界による講
習会等を通じ、ガイドライン等の浸透や関係者と連携した実効性の確保に取り組んでいる。

（６）自動車の総合的な安全対策
①今後の車両安全対策の検討

第 11 次交通安全基本計画（計画年度：令和３年度～令和７年度）を踏まえ、交通政策審議会陸上
分科会自動車部会において、今後の車両の安全対策のあり方、車両の安全対策による事故削減目標等
について審議され、令和３年６月に報告書が取りまとめられた。報告書では「歩行者・自転車等利用
者の安全確保」、「自動車乗員の安全確保」、「社会的背景を踏まえて重視すべき重大事故の防止」及び

「自動運転関連技術の活用・適正利用促進」を今後の車両安全対策の柱とするとともに，令和 12 年ま
でに，車両安全対策により，年間の 30 日以内交通事故死者数を 1,200 人削減、重傷者数を 11,000
人削減するとの目標が掲げられた。また、高齢運転者の事故防止対策として、ペダルの踏み間違いな
ど運転操作ミス等に起因する高齢運転者による事故が発生していることや、高齢化の進展により運転
者の高齢化が今後も加速していくことを踏まえ、「安全運転サポート車」（サポカー）の普及促進に取
り組むとともに、令和３年 11 月以降の国産新車乗用車から順次衝突被害軽減ブレーキの装着義務化
を進める等により、先進的な安全技術を搭載した自動車の性能向上と普及促進に取り組んだ。

②安全基準等の拡充・強化
自動車の安全性の向上を図るため、国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）において策

定した国際基準を国内に導入することを通じ、乗用車等の衝突被害軽減ブレーキの要件の対車両及び
対歩行者から対自転車への拡充、バックカメラ等の後退時車両直後確認装置の装備義務化など、保安
基準の拡充・強化を行った。引き続き、国際議論を主導し、大型車の衝突被害軽減ブレーキの要件の
対車両から対歩行者への拡充など自動車の安全性向上に向けて、更なる保安基準の拡充・強化を図っ
ていく。

③先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進
産学官の連携により、先進技術を搭載した自動車の開発と普及を促進し、交通事故削減を目指す

「先進安全自動車（ASV）推進プロジェクト」では、第７期 ASV 推進検討会を立ち上げ、「自動運転
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の高度化に向けたASVの更なる推進」を基本テーマとして、令和３年度から令和７年度の５年間で、
①既存の ASV 技術の正しい理解・利用のための効果的な普及戦略の検討、②運転者が明らかに誤っ
た操作を行った場合等であっても、システムが安全操作を行う安全技術のあり方の検討、③通信や地
図を活用した協調型の安全技術の実用化と普及に向けた共通仕様の検討、④自動運転車においてシス
テムが負うべき責任の範囲の整理についての検討等に取り組むことを決定した。

④自動車アセスメントによる安全情報の提供
安全な自動車及びチャイルドシートの開発やユーザーによる選択を促すため、これらの安全性能を

評価し結果を公表している。令和３年度は、13 車種を対象に、衝突安全性能評価と予防安全性能評
価を統合した「自動車の安全性能の総合評価」の結果を公表した。さらに対自転車の衝突被害軽減ブ
レーキについて、評価試験方法等を策定した。

⑤自動運転の実現に向けた取組み
高速道路でのレベル４自動運転の実現に向け、国連 WP29 における議論を官民をあげて主導し、

車線変更、高速度域に対応した自動運転機能等について検討を進めた。また令和６年 10 月より開始
される「OBD検査注22」の導入に向けて、検査の合否判定に必要なシステムの開発など、環境整備を
進めた。さらに、レベル４の自動運転技術に対する審査手法を構築するため、シミュレーション等を
活用した安全性評価手法等の策定のための調査を実施した。

⑥自動車型式指定制度
自動車型式指定制度においては、保安基準への適合性及び生産過程における品質管理体制等の審査

を独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安全性と環境性
能の確保を図っている。なお、令和３年度の自動車型式指定件数は 1,569 件、装置型式指定件数は
402 件であった。

また、型式指定を受けた自動車製作者が国に代わって行う完成検査について、「完成検査の改善・
合理化に向けた検討会」において、政府のデジタル化の方針に沿って技術進展等に対応した完成検査
の改善・合理化の促進に関する検討を進め、令和３年11月には、省令等を改正し、人工知能（ＡＩ）
等を活用した完成検査を可能とした。

⑦リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等への注意喚起
自動車のリコールの迅速かつ確実な実施のため、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に

努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境
性に疑義のある自動車については、独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所において技
術的検証を行っている。また、リコール改修を促進するため、ウェブサイトやソーシャル・メディア
を通じたユーザーへの情報発信を強化した。さらに、自動車不具合情報の収集を強化するため、「自
動車不具合情報ホットライン」注 23 について周知活動を積極的に行っている。なお、令和３年度のリ
コール届出件数は 369 件、対象台数は 426 万台であった。

注 22	OBD(On	Board	Diagnosis) 検査：自動車に搭載された電子装置の故障や不具合の有無の検査
注 23	www.mlit.go.jp/RJ/
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また、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が
必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切な対応について、ユーザーへの情報提供
を実施している。特に、冬季の冬用タイヤやチェーンの適切な使用や、豪雨時の販売店が推奨する脱
出用ハンマーの備え付けについて、季節に合わせた報道発表やツイッターを通じて、ユーザー等への
注意喚起を行った。

⑧自動車の整備・検査の高度化
令和２年４月に施行された「道路運送車両法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 14 号）に

より、高度な整備技術を有するものとして国が認証を与えた整備工場（認証工場）でのみ作業が可能
な整備の範囲を拡大することで、自動車の使用者が安心して整備作業を整備工場に委託できる環境作
りを進めている。具体的には、これまで「対象装置の取り外しを行う整備（分解整備）」がその対象
であったのに対し、対象装置に「自動運行装置」を加えるとともに、取り外しは行わずとも制動装置
等の作動に影響を及ぼすおそれがある作業を対象に含め、特定整備と改称した。

また、「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」最終報告書を踏まえた、
令和６年 10 月開始予定の新たな電子的検査を導入するための体制整備を進めている。

（７）被害者支援
①自動車損害賠償保障制度による被害者保護

自動車損害賠償保障制度では、クルマ社会の支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金支払
い、ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済（政府保障事業）を行っている。また、重度後遺障
害者への介護料の支給や療護施設の設置等の自動車事故対策事業も実施している。

令和３年度においては、「今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会」を開催し、
自動車事故被害者、遺族等の関係者や有識者からの意見を踏まえ、自動車事故被害者の治療・リハビ
リテーションの機会確保に向けた環境整備や介護する家族の高齢化の進展等により、介護をする人が
いなくなった場合（いわゆる「介護者なき後」）への対策等を柱とした自動車事故の被害者救済対策
の方向性を取りまとめた。

本取りまとめを踏まえ、療護センターにおけるリハビリの充実、脊髄損傷や高次脳機能障害を負っ
た自動車事故被害者向けのリハビリ対策、「介護者なき後」の受け皿拡大に向けたグループホームの
新設支援等、必要な施策の実現に向けて取り組んでいく。

②交通事故相談活動の推進
地方公共団体に設置されている交通事故相談所等の活動を推進するため、研修や実務必携の発刊を

通じて相談員の対応能力の向上を図るとともに、ホームページでの相談活動の周知を行うなど、地域
における相談活動を支援している。これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に寄与している。

（８）機械式立体駐車場の安全対策
機械式駐車装置の安全性に関する基準について、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向上と多

様な機械式駐車装置に適用するための標準化を図るため、平成 29 年５月に JIS 規格を制定した。
また、同年12月に社会資本整備審議会「都市計画基本問題小委員会都市施設ワーキンググループ」

で、今後の機械式駐車装置の安全確保に向けた施策の具体的方向性についてとりまとめ、30 年７月
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には、このとりまとめに基づく「設置後の点検等による安全確保」の推進に向けて、「機械式駐車設
備の適切な維持管理に関する指針」を策定した。

さらに、近年、機器等の交換が適切に実施されなかったことによる機械式駐車設備の事故が発生し
ている状況をふまえ、令和３年９月に指針の一部見直しを行った。

危機管理・安全保障対策第５節

1  犯罪・テロ対策等の推進
（１）各国との連携による危機管理・安全保障対策
①セキュリティに関する国際的な取組み

主要国首脳会議（G ７）、国際海事機関（IMO）、国際民間航空機関（ICAO）、アジア太平洋経済
協力（APEC）等の国際機関における交通セキュリティ分野の会合やプロジェクトに参加し、我が国
のセキュリティ対策に活かすとともに、国際的な連携・調和に向けた取組みを進めている。

平成 18 年に創設された「陸上交通セキュリティ国際ワーキンググループ（IWGLTS）」には、現
在 16 箇国以上が参加しており、陸上交通のセキュリティ対策に関する枠組みとして、更なる発展が
見込まれているほか、日米、日 EU といった二国間会議も活用し、国内の保安向上、国際貢献に努め
ている。

②海賊対策
国 際 海 事 局（IMB） に よ る と、

令和３年における海賊及び武装強
盗事案の発生件数は 132 件であり、
地域別では、ソマリア周辺海域が１
件、西アフリカ（ギニア湾）が 35
件及び東南アジア海域が 56 件と
なっている。

平成 20 年以降、ソマリア周辺海
域において凶悪な海賊事案が急増し
たが、各国海軍等による海賊対処活
動、商船側によるベスト・マネジメ
ント・プラクティス（BMP）注 24 に
基づく自衛措置の実施、商船の民間武装警備員の乗船等国際社会の取組みにより、近年は低い水準で
推移している。しかしながら、不審な小型ボートに追跡され銃撃を受ける事案が依然として発生して
おり、商船の航行にとって予断を許さない状況が続いている。

このような状況の下、我が国としては、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」に
基づき、海上自衛隊の護衛艦により、アデン湾において通航船舶の護衛を行うと同時に、P-３C 哨

注 24	 国際海運会議所等海運団体により作成されたソマリア海賊による被害を防止し又は最小化するための自衛措置（海賊行
為の回避措置、船内の避難区画（シタデル）の整備等）を定めたもの。

国土交通省に報告された我が国に関係する船舶に
おける海賊及び武装強盗被害発生状況（令和３年）図表Ⅱ-７-５-１
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戒機による警戒監視活動を行っている。国土交通省においては、船社等からの護衛申請の窓口及び護
衛対象船舶の選定を担うほか、一定の要件を満たす日本船舶において民間武装警備員による乗船警備
を可能とする「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法」の運用を適切に行い、日
本籍船の航行安全の確保に万全を期していく。

海上保安庁においては、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処のために派遣された護衛艦に、海
賊行為があった場合の司法警察活動を行うため海上保安官８名を同乗させ、海上自衛官とともに海賊
行為の警戒及び情報収集活動に従事させている。また、同周辺海域沿岸国の海上保安機関との間で海
賊の護送と引渡しに関する訓練等を実施している。

東南アジア海域等においては、巡視船や航空機を派遣し、寄港国海上保安機関と海賊対処連携訓練
や意見・情報交換を行うなど連携・協力関係の推進に取り組んでいる。

加えてこれらの海域の沿岸国の海上保安機関職員に対し研修等を行うなど法執行能力向上のための
支援に積極的に取り組んでいるほか、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に基づいて設置さ
れた情報共有センター（ISC）へ職員を派遣するなど国際機関を通じた国際的連携・協力に貢献して
いる。

「世界における海賊及び武装強盗事案発生件数の推移（IMB 報告による）」
及び「令和３年における海賊及び武装強盗事案の海域別発生件数（IMB 報告による）」

シンガポール海峡, 35

その他, 49

ナイジェリア, 6

コロンビア, 6

ペルー, 18

フィリピン, 9 インドネシア, 9

図表Ⅱ-７-５-２
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③中東地域における対応
我が国に輸入される原油の約９割は中東地域からのものであり、中東地域を航行する船舶の航行の

安全を確保することは重要である。中東地域は、高い緊張状態が継続しており、航行船舶に対する事
案も発生し、令和元年６月 13 日にはオマーン湾を航行していた我が国関係船舶が攻撃を受ける事案
が発生している。

我が国としては、令和３年 12 月 24 日に元年 12 月 27 日の閣議決定「中東地域における日本関係
船舶の安全確保に関する政府の取組みについて（２年 12 月 11 日一部変更）」を一部変更し、引き続
き、更なる外交努力や航行安全対策の徹底、自衛隊による情報収集活動を行っている。国土交通省に
おいても、関係省庁から情報共有を受けつつ関係業界との綿密な情報共有や適時の注意喚起等に引き
続き取り組み、我が国関係船舶の航行安全の確保に万全を期していく。

④港湾における保安対策
日 ASEAN の港湾保安専門家による会合等、諸外国との港湾保安に関する情報共有等を通じて、

地域全体の港湾保安の向上を図る。

（２）公共交通機関等におけるテロ対策の徹底・強化
国際的なテロの脅威は極めて深刻な状況であり、公共交通機関や重要インフラにおけるテロ対策の

取組みを進めることは重要な課題である。今後の G ７サミットや大阪・関西万博などの大型国際イ
ベントの開催等も見据え、国土交通省では、所管の分野においてハード・ソフトの両面からテロ対策
を強化する等、引き続き、関係省庁と連携しつつ、取組みを進める。

①鉄道におけるテロ対策の推進
令和３年 10 月 31 日に発生した京王線車内傷害事件等を受けて同年 12 月３日にとりまとめた今

後の対策等を踏まえ、駅構内の巡回や警戒添乗等の実施及びその周知等に取り組んでいるほか、各種
非常用設備の表示の共通化、防犯関係設
備の充実及び手荷物検査に関する環境整
備等について、関係者との検討を進めて
いる。

②船舶・港湾におけるテロ対策の推進
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保

安の確保等に関する法律」に基づく国際
航海船舶の保安規程の承認・船舶検査、
国際港湾施設の保安規程の承認、入港船
舶に関する規制、国際航海船舶・国際港
湾施設に対する立入検査及びポートス
テートコントロール（PSC）を通じて、
保安の確保に取り組んでいる。

国際航海船舶及び国際港湾施設における
保安装置

資料）国土交通省

図表Ⅱ-７-５-３
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③航空におけるテロ対策の推進
国際民間航空条約に規定される国際標準に従って航空保安体制の強化を図るとともに、各空港にお

いては、車両及び人の侵入防止対策としてフェンス等の強化に加え、侵入があった場合に迅速な対応
ができるよう、センサーを設置するなどの対策を講じている。「テロに強い空港」を目指し、全国の
空港において従来型の検査機器からボディスキャナーをはじめとした高度な保安検査機器（爆発物自
動検知機器等）への入れ替えを加速度的に促進し、今後の航空需要の回復・増大に向け、航空保安検
査の高度化を図るとともに、新技術を活用した新たな検査機器の導入を推進した。保安検査に関する
諸課題について検討を行うため、令和２年６月から開催している有識者会議において保安検査の位置
付け、保安検査の役割分担、保安検査の量的・質的向上等の課題に関して検討を進めており、その議
論を踏まえ、３年６月、保安検査の受検義務付け等を内容とする「航空法等の一部を改正する法律」
が成立・公布され、４年３月より施行された。

加えて、２年７月に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法
律」に基づき８空港（新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大
阪国際空港、福岡空港、那覇空港）を対象空港として指定し、当該空港周辺での小型無人機等の飛行
を禁止するとともに、これに違反して飛行する小型無人機等に対する退去命令や飛行妨害等の措置を
とることができるよう体制整備を行っている。また、上記８空港以外の空港についても、２年９月よ
り、空港の機能を確保する観点から、空港の設置者に対し、空港周辺における無人航空機の飛行等の
行為に関し、行為が禁止されていることの周知や場周警備の一環としての巡視の実施、違反行為が確
認された場合の連絡体制の構築等を義務付け、これらの実施のための体制整備を行っている。

④自動車におけるテロ対策の推進
防犯カメラの設置、不審者・不審物発見時の警察への通報や協力体制の整備等、テロの未然防止対

策を推進している。多客期におけるテロ対策として、車内の点検、営業所・車庫内外における巡回強
化、警備要員等の主要バス乗降場への派遣等を実施するとともに、バスジャック対応訓練の実施につ
いても推進している。

⑤重要施設等におけるテロ対策の推進
河川関係施設等では、河川・海岸等の点検・巡視時における不審物等への特段の注意、ダム管理庁

舎及び堤体監査廊等の出入口の施錠強化等を行っている。道路関係施設では、高速道路や直轄国道の
巡回時の不審等への特段の注意、休憩施設のごみ箱の集約等を行っている。国営公園では、巡回警備
の強化、はり紙掲示等による注意喚起等を行っている。また、工事現場では、看板設置等による注意
喚起等を行っている。

（３）物流におけるセキュリティと効率化の両立
国際物流においても、セキュリティと効率化の両立に向けた取組みが各国に広がりつつあり、我が

国においても、物流事業者等に対して AEO 制度注 25 の普及を促進している。現在では、AEO 輸出者
により輸出申告される貨物や、AEO 保税運送者の輸送を前提に AEO 通関業者に委託して輸出申告

注 25		貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された貿易関連事業者を税関が認定し、通関手続の簡素化等の利益を
付与する制度
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される貨物については、保税地域に搬入することなく輸出許可を受けることも可能となっている。
航空貨物に対する保安体制については、荷主から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護すること

を目的に、ICAO の国際基準に基づき制定された KS/RA 制度注 26 を導入している。その後、米国か
らの更なる保安強化の要求に基づき、円滑な物流の維持にも留意しつつ同制度の改定を行い、平成
24 年 10 月より米国向け国際旅客便搭載貨物について適用を開始し、26 年４月からはすべての国際
旅客便搭載貨物についても適用を拡大した。

また、主要港のコンテナターミナルにおいては、トラック運転手等の本人確認及び所属確認等を確
実かつ迅速に行うため、出入管理情報システムの導入を推進し、平成 27 年１月より本格運用を開始
している。加えて、CONPAS（新・港湾情報システム）における予約確認にも出入管理情報システ
ムにおける PS（Port Security）カードを活用することでセキュリティと効率化を両立させる取組み
を行った。また、新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、港湾物流事業を継続する必要が
あるため、セキュリティを確保しつつ本人確認及び所属確認等を非接触に行えるよう出入管理情報シ
ステムの改修を推進する。

（４）情報セキュリティ対策
近年、情報セキュリティのサプライチェーンリスクが指摘される中、サイバー攻撃が複雑化・巧妙

化しており、テレワークや遠隔会議システムの普及・拡大により、情報セキュリティ対策の重要性が
ますます高まっている。

国土交通省においては、所管する独立行政法人や重要インフラ事業者等とともに情報セキュリティ
対策の強化に取り組んでおり、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）との連携の下、サイ
バー攻撃への対処態勢の充実・強化等の取組みを推進している。

2  事故災害への対応体制の確立
鉄道、航空機等における多数の死傷者を伴う事故や船舶からの油流出事故等の事故災害が発生した

場合には、国土交通省に災害対策本部を設置し、迅速かつ的確な情報の収集・集約、関係行政機関等
との災害応急対策が実施できるよう体制整備を行っている。

海上における事故災害への対応については、巡視船艇・航空機・大型浚渫兼油回収船等の出動体制
の確保、防災資機材や救助資機材の整備等を行うとともに、合同訓練等を実施し、関係機関等との連
携強化を図っている。また、油等防除に必要な沿岸海域環境保全情報を整備し提供している。

その他、海上における船舶の海難に伴って発生する油等の汚染や難破物除去等の損害に関し、船舶
油濁等損害賠償保障法により、船舶所有者等の賠償責任、船舶所有者に対する保険者との保障契約締
結義務が課せられており、地方運輸局等において、保障契約証明書の交付、入港予定の外航船舶から
通報される保障契約情報の確認により、無保険船舶の排除を行うとともに、船舶の海難等からの被害
者保護を図り、海上輸送の健全な発達に寄与している。

また、タンカーの事故により油濁損害が発生した際、船舶所有者等の賠償責任を超える被害に対す
る補償を行う等の国際的な枠組みである国際油濁補償基金（ＩＯＰＣＦ）において、我が国は最大拠

注 26		航空機搭載前までに、特定荷主（Known	Shipper）、特定航空貨物利用運送事業者又は特定航空運送代理店業者
（Regulated	Agent）又は航空会社においてすべての航空貨物の安全性を確認する制度
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出国の一つとして、基金の運営をリードし、世界各地で発生する油濁損害対応に大きく貢献してい
る。

3  海上における治安の確保
（１）テロ対策の推進

テロの未然防止措置として、原子力発電所
や石油コンビナート等の重要インフラ施設に
対して、巡視船艇・航空機による監視警戒を
行っているほか、旅客ターミナル、フェリー
等のいわゆるソフトターゲットにも重点を置
いた警戒を実施している。

ソフトターゲットに対するテロ対策は、そ
れら施設の運営者等の事業者と連携して未然
防止策を推進することが不可欠である。こ
のため海上保安庁では、平成 29 年度から海
事・港湾業界団体と関係機関が参画する「海
上・臨海部テロ対策協議会」を定期的に開催
し、旅客船を使用した実動訓練を実施するなど、官民一体となったテロ対策を推進してきた。

また、新たなテロの脅威として、ドローンを使用したテロの発生も懸念されていることから、関係
機関と連携して不審なドローン飛行に関する情報を把握するとともに、ドローン対策資機材を活用す
るなど複合的な対策を講じている。

令和３年７月から９月にかけて開催された「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」では、選手村や競技会場等の多くが臨海部に位置するほか、いくつかの競技が海上で実施された
ため、全国から勢力を集結させ、過去最大規模の体制でこの海上警備に臨んだ。今後も、大阪・関西
万博等大規模行事を見据え、引き続き官民連携のうえテロ対策を推進していく。

（２）不審船・工作船対策の推進
不審船・工作船は、我が国領域内における重大凶悪な犯罪に関与している疑いがあり、その目的や

活動内容を明らかにするため、確実に停船させ、立入検査を実施し、犯罪がある場合は適切に犯罪捜
査を行う必要がある。このため、不審船・工作船への対応は、関係省庁と連携しつつ、警察機関であ
る海上保安庁が第一に対処することとしている。

海上保安庁では、各種訓練を実施するとともに、関係機関等との情報交換を緊密に行うことによ
り、不審船・工作船の早期発見及び対応能力の維持・向上に努めている。

（３）海上犯罪対策の推進
最近の海上犯罪の傾向として、国内密漁事犯では、密漁者と買受業者が手を組んだ組織的な形態で

行われる事犯や、暴力団が資金源として関与する事犯などが見受けられるほか、海上環境事犯では、
処理費用の支払いを逃れるために廃棄物を海上に不法投棄する等の事犯も発生している。また、外国
漁船による違法操業事犯でも取締りを逃れるために、夜陰に乗じて違法操業を行うものなどが発生し

選手村前面岸壁にて警戒を行う巡視船図表Ⅱ-７-５-４
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ている。違法薬物の密輸事犯では、一度に大量の覚醒剤を海上コンテナ貨物に隠匿して密輸する事件
が相次いでおり、密航事犯では、貨物船、訪日クルーズ船を利用した数名規模の不法上陸やブロー
カーが関与する事件などが発生している。このような各種海上犯罪については、その様態は悪質・巧
妙化しており、依然として予断を許さない状況にあり、海上保安庁では、巡視船艇・航空機を効率的
かつ効果的に運用することで監視・取締りや犯罪情報の収集・分析、立入検査を強化するとともに、
国内外の関係機関との情報交換等、効果的な対策を講じ、厳正かつ的確な海上犯罪対策に努めてい
る。

4  安全保障と国民の生命・財産の保護
（１）北朝鮮問題への対応

我が国では、平成 18 年７月の北朝鮮による弾道ミサイル発射及び同年 10 月の北朝鮮による核実
験実施を受け、同月、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」に基づき、全ての北朝鮮籍船舶
の入港禁止措置を実施した。また、28 年には、北朝鮮による累次の挑発行動を受け、北朝鮮の港に
寄港したことが我が国の法令に基づく手続き等により確認された第三国籍船舶及び日本籍船舶並びに
国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶が入港禁止措置の対象として
追加され、令和３年４月６日の閣議において、国際情勢にかんがみ、当該入港禁止措置の期限を５年
４月 13 日まで延長することが決定された。国土交通省・海上保安庁では、本措置の確実な実施を図
るため、これら船舶の入港に関する情報の確認等を実施しているほか、関係行政機関と緊密に連携
し、「国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関す
る特別措置法」に基づく対北朝鮮輸出入禁止措置の実効性確保に努めている。

国土交通省・海上保安庁及び気象庁では、累次の北朝鮮関係事案の発生を踏まえ、関係省庁との密
接な連携の下、即応体制の強化、北朝鮮に対する監視・警戒態勢の継続をしているところであり、弾
道ミサイル発射事案や核実験においても、関係する情報の収集や必要な情報の提供を行うなど、国民
の安全・安心の確保に努めている。特に、北朝鮮の弾道ミサイルが我が国周辺に発射された場合など
には、我が国周辺の航空機や船舶に対して直接、又は、事業者などを通じて迅速に情報を伝達し、注
意を促すこととしている。

（２）国民保護計画による武力攻撃事態等への対応
武力攻撃事態等における避難、救援、被害最小化の措置等について定めた「武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律」及び「国民の保護に関する基本指針」を受け、国土交通
省・観光庁、国土地理院、気象庁及び海上保安庁において「国民の保護に関する計画」を定めてい
る。国土交通省・観光庁では、地方公共団体等の要請に応じ、避難住民の運送等について運送事業者
である指定公共機関との連絡調整等の支援等を実施すること、国土地理院では、地理空間情報を活用
した被災状況や避難施設等に関する情報を関係省庁等と連携して国民に提供すること、気象庁では、
気象情報等について関係省庁等と連携して国民に提供すること、海上保安庁では、警報及び避難措置
の実施の伝達、避難住民の誘導等必要な措置を実施すること等を定めている。
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5  重篤な感染症及び影響の大きい家畜伝染病対策
（１）重篤な感染症対策

重篤な感染症対策については、関係省庁と緊密に連携し対応している。

①新型インフルエンザ等対策
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（特措法）においては、感染拡大を可能な限り抑制し、国

民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小となるようにするた
め、国土交通省を含む指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並び
に地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体とし
て万全の態勢を整備する責務を有するとされている。

国土交通省では、国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画において、特措法の各種措置の運
用等について、（ア）運送事業者である指定（地方）公共機関の役割等、（イ）新型インフルエンザ等
緊急事態宣言時の対応等を規定している。

なお、特措法については、新型コロナウイルス感染症もその対象としている。

②新型コロナウイルス感染症対策
令和元年 12 月に中国武漢市で感染が広がった新型コロナウイルス感染症について、我が国でも

２年１月 15 日に最初の感染者が確認され、政府は２年１月 30 日に新型コロナウイルス感染症対策
本部を設置（以下「政府対策本部」という。）した。政府対策本部の設置を受け、同日国土交通省に

「国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部」（以下「省対策本部」という。）を設置、４年３月
末まで 44 回の省対策本部を開催し、国内における感染防止対策、水際対策等に省を挙げて取り組ん
だ。

（ア）国内における感染防止対策
国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の国内発生以降、空港、鉄道駅等におけるマスク着用

の徹底、手洗い励行、消毒液の設置、複数人が接する設備・施設の消毒等の衛生対策の徹底、職員同
士の距離確保、事業場の換気励行、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛等の実施及び職員間の
テレワーク・時差出勤の実施を事業者に対して要請している。また、令和２年５月には、事業者及び
関係団体による自主体な感染予防対策を進めるため、感染拡大予防ガイドラインを策定することとさ
れ、国土交通省所管の分野においても、４年１月末時点で 63 の団体が 51 のガイドラインを策定・
公表している。国土交通省では、感染予防対策の徹底が図られるよう、関係団体に対し、ガイドライ
ンを個々の事業者にしっかり周知し、感染予防に万全を期すよう要請している。加えて、公共交通機
関においては、利用者に対し、
（１）マスクの着用や会話は控えめにすること
（２）車内換気へのご理解・ご協力
（３） テレワーク・時差出勤へのご協力について、鉄道駅や車内等におけるアナウンスや国土交通

省と業界団体が共同作成したポスターの掲示
等を通じ、呼びかけを行っている。

こうした取組みに加え、緊急事態宣言時及びまん延防止等重点措置実施時には、対象都道府県等に
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おける外出・移動の自粛の観点から、空港や鉄道駅、高速道路の SA・PA 等における移動自粛の呼
びかけ、主要空港へのサーモグラフィーの設置及び高速道路周遊パスの新規申込受付停止等の対策を
講じている。

また、新型コロナウイルスのワクチン接種については、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減
し、接種の加速化を図るため、令和３年６月から職域接種が開始された。国土交通省としても、職域
接種の実施にあたり、事業者と政府の間の調整等のサポートを行った。

（イ）水際対策
新型コロナウイルスについては、国外からの変異株ウイルスの流入防止に万全を期すため、政府と

して、外国人の新規入国拒否や入国者総数の制限等の水際対策に取り組んできた。
令和３年 10 月以降、ワクチン接種者に対する入国後の行動制限の緩和や外国人の新規入国制限の

見直しといった水際対策の一部緩和措置が行われた。
同年 11 月下旬には、国外において新たな変異株であるオミクロン株が発生したことを受け、当該

緩和措置は一時停止されたが、４年３月以降、入国者の待機期間の変更や外国人の新規入国制限の見
直し、入国者総数の引上げ等、再び段階的な緩和措置が講じられている。国土交通省としても、内閣
官房長官の下に設置されたオミクロン株への対応に関するタスクフォースの一員として、水際対策に
取り組んだ。

（２）影響の大きい家畜伝染病対策
影響の大きい家畜伝染病対策については、平成 30 年９月、岐阜県の養豚場において、我が国で

は、４年以来 26 年ぶりとなる豚熱の発生が確認され、その後、令和４年３月 31 日現在岐阜県と愛
知県を始め16県で77例の発生が確認されている。また、令和３年11月、秋田県の養鶏場において、
我が国では前年度に引き続き鳥インフルエンザの発生が確認され、その後 10 県において、４年３月
31 日現在、国内で 17 例の鳥インフルエンザの陽性事案の発生が確認されている。

国土交通省では、地方公共団体が実施する防疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共団体が
行う防疫措置についての関係事業者に対する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防止のため、関
係省庁と緊密に連携して必要な対応を講じている。


